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第9章



総　論

我が国では，平成13年に文化芸術振興基本法が制定され，本法律にのっとり策定された
「文化芸術の振興に関する基本的な方針」の下，文化芸術の振興に取り組んでいます。
第 9章においては，文化庁が進めている文化芸術の振興のための様々な取組について詳し
く紹介します。

	 第 1 節	 	文化芸術政策の総合的推進
1 「文化芸術の振興に関する基本的な方針」に基づく施策の推進
（1）文化芸術振興の意義
我が国は，諸外国を魅了する有形・無形の文化財を有しているとともに，日本人には地域
に根付いた祭りや踊りに参加する伝統があります。また，我が国では，多様な文化芸術活動
が行われると同時に，日常においても，稽古事や趣味などを通して様々な文化芸術体験が盛
んに行われてきました。
こうした日本の文化財や伝統等は，世界に誇るべきものであり，これを維持，継承，発展
させることはもとより，日本人自身がその価値を十分に認識した上で，国内外への発信を更
に強化していく必要があります。
また，経済成長のみを追求するのではない，成熟社会に適合した新たな社会モデルを構築
していくことが求められている中，教育，福祉，まちづくり，観光・産業等幅広い分野との
関連性を意識しながら，それら周辺領域への波及効果を視野に入れた文化芸術振興施策の展
開がより一層求められています。
他方で，人口減少社会が到来し，特に地方においては過疎化や少子高齢化等の影響，都市
部においても単身世帯の増加等の影響により，地域コミュニティの衰退と文化芸術の担い手
不足が指摘されています。また，昨今の経済情勢や，厳しさを増す地方の財政状況などから
も，地域の文化芸術を支える基盤の脆

ぜい

弱化に対する危機感が広がっています。文化芸術が生
み出す社会への波及効果を，こうした諸課題の改善や解決につなげることも求められていま
す。
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会は，我が国の文化財や伝統等の価値
を世界へ発信するとともに，文化芸術が生み出す社会への波及効果を生かして，諸課題を乗
り越え，成熟社会に適合した新たな社会モデルの構築につなげていくまたとない機会です。
我が国は，このような認識の下，文化芸術の振興を国の政策の根幹に据え，「文化芸術立
国」を目指して，文化芸術の振興に取り組んでいます。

（2）文化芸術振興基本法成立後の文化芸術振興施策の展開
平成13年，文化芸術全般にわたる法律として「文化芸術振興基本法」が制定されました。
この法律は，文化芸術に関する活動を行う人々の自主的な活動を推進することを基本とし
ながら，文化芸術振興に関する施策の総合的な推進を図り，心豊かな国民生活と活力ある社
会の実現に貢献することを目的としています。
「文化芸術振興基本法」に基づき，政府は，文化芸術振興に関する施策の総合的な推進を
図るため，おおむね 5年に 1度「文化芸術の振興に関する基本的な方針」（以下，「基本方針」
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という。）を策定し，この基本方針に基づき「文化芸術立国」を目指して文化芸術の振興に
取り組んでいます。

（3）第4次「文化芸術の振興に関する基本的な方針」
政府は，これまで「第 1次基本方針」（平成14年12月閣議決定），「第 2次基本方針」（19
年 2 月閣議決定），「第 3次基本方針」（23年 2 月閣議決定）を策定し，各基本方針に基づき，
文化振興に取り組んできました。
一方で，第 3次基本方針策定後，東日本大震災の発生（平成23年 3 月）や，2020年東京
オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定（25年 9 月），地方創生に向けた取組の
一層の推進等，我が国を取り巻く諸情勢の変化がありました。これらの変化を踏まえつつ，
2020（平成32）年を見据えた文化芸術振興のための基本的な施策の在り方を定めるために，
26年 3 月，文化審議会に対し「第 4次基本方針」の策定に向けた諮問が行われました。そ
の後，約 1年間にわたって，同審議会における審議や文化芸術団体等からのヒアリングを行
い，答申案についての国民からの意見募集なども実施し，27年 4 月16日に答申が取りまと
められました。本答申に基づき，27年 5 月22日に「文化芸術の振興に関する基本的な方針」
（第 4次基本方針）が閣議決定されました（図表2-9-1）。
政府としては，本基本方針に基づき，国家戦略として我が国の文化芸術が振興されること
により，文化芸術資源で未来をつくり，上記で掲げた文化芸術の姿を創出していくことを目
指しています。
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	図表 2-9-1	 	文化芸術の振興に関する基本的な方針―文化芸術資源で未来をつくる―	
（第4次基本方針）ポイント

●　「文化芸術立国」の実現のための成果目標と成果指標を提示

第1　社会を挙げての文化芸術振興

第2　文化芸術振興に関する重点施策

文化芸術振興のための5つの重点戦略を定める。

第3　文化芸術振興に関する基本的施策

＜今回の改訂のポイント＞
●　対象期間を，2020年度までのおおむね6年間（平成27年度～平成32年度）
●　第3次方針策定時（平成23年2月）以後の諸情勢の変化を踏まえた文化政策の方針を明示（地方創生，2020年東京大会，東日本大震災等）
●　我が国が目指す「文化芸術立国」の姿を明示

【我が国が目指す文化芸術立国の姿】
　✔あらゆる人々が全国様々な場で創作活動への参加，鑑賞体験ができる機会の提供
　✔2020年東京大会を契機とする文化プログラムの全国展開
　✔被災地からは復興の姿を，地域の文化芸術の魅力と一体となり国内外へ発信
　✔文化芸術関係の新たな雇用や産業が現在よりも大幅に創出

【成果目標・成果指標】
　日本の誇りとして「文化芸術」を挙げる国民の割合（2014年1月：50.5％→2020年に約6割へ）
　地域の文化的環境に対して満足する国民の割合（2009年11月：52.1％→ 2020年に約6割へ）
　寄付活動を行う国民の割合（2009年11月：9.1％→ 2020年に倍増へ）
　鑑賞活動をする国民の割合（2009年11月：62.8％→ 2020年に約8割へ）
　文化芸術活動をする国民の割合（2009年11月：23.7％→ 2020年に約4割へ）
　訪日外国人旅行者数（2014年：1,341万4千人→ 2020年に2000万人へ）

✔地方創生：文化芸術，町並み等を地域資源として戦略的に活用し，地方創生の起爆剤に！
✔2020年東京大会：全国津々浦々で，あらゆる主体が『文化プログラム』を展開，多くの人々が参画
　→ 2016年リオ大会後，オリンピック・ムーブメントを国際的に高める取組を実施し，機運の醸成
✔東日本大震災からの復興：文化芸術の魅力で，国内や世界のモデルとなる『新しい東北』の創造
✔文化芸術への公的支援を，戦略的投資と位置づけ，文化芸術振興への支援を重点化

重点戦略1：文化芸術活動に対する効果的な支援
✔芸術の水準向上に直接的な牽引力となる創造活動に重点的な支援を行うなど，我が国の顔として世界に誇れる文化芸術の創造を支援
✔日本と海外との多様な芸術交流など，分野の特性に配慮しつつ，戦略的かつ工夫を凝らした創造活動の推進
✔地域の多様な主体による文化政策の立案
✔国内外の芸術家を積極的に地域へ受け入れる取組への支援
✔文化芸術創造都市の全国的ネットワークの充実・強化，観光・産業振興との連携
✔日本版アーツカウンシル
✔障害者の芸術活動の振興
✔衣食住に係る文化をはじめ「くらしの文化」の振興
✔全国の公演や文化芸術イベント等の情報発信
✔2020年東京大会を見据えたファンドへの協力要請，民間企業等の活動の促進

重点戦略2：文化芸術を創造し，支える人材の充実及び子供や若者を対象とした文化芸術振興策の充実
✔子供や若者の「創造力」と「想像力」の育成
✔学校における芸術教育の充実
✔雇用の増大を念頭に置き，文化芸術活動や施設の運営を支える専門人材育成・活用
✔指定管理者制度の理解の促進
✔伝統文化を支える技術・技能の伝承者に対する支援

重点戦略3：文化芸術の次世代への確実な継承，地域振興等への活用
✔文化財の適切な状態での保存・継承
✔文化財の積極的活用による，各地域の地域振興・観光振興等
✔「日本遺産（Japan Heritage）」認定の仕組みの創設
✔歴史文化基本構想による地域の文化財の総合的な保存・活用
✔ユネスコの世界文化遺産や無形文化遺産への推薦・登録の積極的推進
✔水中文化遺産の保存・活用の在り方についての調査研究

重点戦略4：国内外の文化的多様性や相互理解の促進
✔日本の芸術作品や芸術家・文化人等の海外展開
✔国内外の国際的芸術イベントの充実
✔文化施設や大学における文化発信・交流の活動・内容の充実
✔デジタルアーカイブ化（映画，舞台芸術，アニメ，マンガ，ゲーム，デザイン，写真，建築，文化財等）の促進や分野横断的整備の検討，

我が国のメディア芸術を広く海外に発信
✔日本各地の文化創造と国際的発信の拠点づくりの推進
✔文化施設等をユニークベニュー（＊1）として公開・活用し，MICE（＊2）の誘致や開催

（＊1）ユニークベニュー：歴史的建造物，文化施設や公的空間等で，会議・レセプションを開催することで特別感や地域特性を演出できる会場。
（＊2）MICE：Meeting（企業等のミーティング），Incentive（企業等の報奨・研修旅行），Convention（国際会議），Exbition/Event（展示会・イベント）の総称。

✔我が国の高度な文化遺産保護に係る知識・技術・経験を活用した国際協力の推進
✔東アジア文化都市の取組，東アジアにおける若い世代の芸術家等の交流の推進
✔外国人に対する日本語教育の推進

重点戦略5：文化芸術振興のための体制の整備
✔国立の美術館，博物館や劇場の機能の充実
✔『アイヌ文化の復興等を促進するための「民族共生の象徴となる空間」の整備及び管理運営に関する基本方針』に基づく取組の推進
✔文化政策の形成に寄与する基礎的なデータの収集や各種調査研究
✔デジタル・ネットワーク社会に対応した著作権制度等の整備

1　文化芸術各分野の振興
3　国際交流等の推進
5　国語の正しい理解
7　著作権等の保護及び利用
9　文化芸術拠点の充実等

2　地域における文化芸術振興
4　芸術家等の養成及び確保等
6　日本語教育の普及及び充実
8　国民の文化芸術活動の充実

10　その他の基盤の整備等

文化芸術振興基本法に定める文化芸術振興の基本理念に基づき，以下の事項ごとに具体的施策を定める。
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①我が国が目指す「文化芸術立国」の姿
第 4次基本方針は，対象期間を平成32（2020）年度までの 6年間としており，この期間
を通じて我が国が目指す「文化芸術立国」の姿を初めて明示しました。

我が国が目指す「文化芸術立国」の姿

（1）�子供から高齢者まで，あらゆる人々が我が国の様々な場で，創作活動へ参加，鑑
賞体験できる機会等を，国や地方公共団体はもとより，芸術家，文化芸術団体，
NPO，企業等様々な民間主体が提供している。

（2）�全国の地方公共団体，多くの文化芸術団体，文化施設，芸術家等の関係者により，
世界に誇る日本各地の文化力を生かしながら，2020年東京大会＊1を契機とする文
化プログラムの全国展開等がなされている。

（3）�日本全国津々浦々から，世界中に各地の文化芸術の魅力が発信されている。東日
本大震災の被災地からは，力強く復興している姿を，地域の文化芸術の魅力と一
体となって，国内外へ発信している。

（4）�2020年東京大会を契機とする文化プログラムの全国展開等に伴い，国内外の多く
の人々が，それらに生き生きと参画しているとともに，文化芸術に従事する者が
安心して，希望を持ちながら働いている。そして，文化芸術関係の新たな雇用や，
産業が現在よりも大幅に創出されている。

また，第 4次基本方針においては，成果目標と成果指標を初めて明示しました。

＊1� 正式名称は2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
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＜2020年までの成果目標・成果指標＞
成果目標：国民の誇りとして「文化・芸術」が広く挙げられている。
【成果指標】
約 6割の国民が日本の誇りとして「文化・芸術」を挙げることを目指す。
・我が国の誇りとして，「すぐれた文化や芸術」と回答した国民の割合は50.5％。
（内閣府「社会意識に関する世論調査〔2014年 1 月〕」）

成果目標：地域の文化的環境に対して満足する国民の割合が上昇している。
【成果指標】
約 6割の国民が地域の文化的環境に満足すると回答することを目指す。
・住んでいる地域の文化的環境（鑑賞機会，創作・参加機会，文化財や伝統的まち
なみの保存・整備等）に対して満足していると回答した国民の割合は，52.1％。
（内閣府「文化に関する世論調査〔2009年11月〕」）

成果目標：寄附文化が醸成されている。
【成果指標】
国民の寄附活動を行う割合が倍増（約20％）することを目指す。
・過去 1年間に文化芸術活動に関する寄付を行った割合は9.1％。（内閣府「文化に
関する世論調査〔2009年11月〕」）

成果目標：文化芸術の鑑賞活動や創作活動等が広がっている。
【成果指標】
鑑賞活動をする者の割合が約80％まで上昇，鑑賞以外の文化芸術活動をする者の割
合が約40％まで増加することを目指す。
・ホール，劇場，美術館及び博物館等で直近 1年間に鑑賞活動をしたことがある者
は，62.8％。（内閣府「文化に関する世論調査」〔2009年11月〕）
・直近 1年間に，鑑賞を除く文化芸術活動をしたことがある者の割合は23.7％。（内
閣府「文化に関する世論調査」〔2009年11月〕）

成果目標：世界の人々が日本文化の魅力を求めて訪日したり，情報にアクセスしたり
する状況を創り出す。
【成果指標】
①訪日外国人旅行者数2,000万人を目指す。
②海外発信サイト（文化遺産オンライン）への訪問回数が200万回/年となることを
目指す。（平成23年度現在で101万回）
③日本の魅力を地域から発信する役目を果たす外国人を増やすため，在留外国人のうち，
日本語学習者の割合を10％（現在の約1.5倍）とすることを目指す。（2012年は 7％）

②文化芸術振興に関する重点施策
本基本方針では，諸外国の状況も勘案しつつ，文化芸術活動を支える環境を充実させ，国
家戦略として「文化芸術立国」を実現するため，以下の五つの重点戦略を強力に進めること
にしています。

重点戦略1：�文化芸術活動に対する効果的な支援
我が国の文化芸術水準の向上を図り，その成果を広く国民が享受できる環境を整備しま
す。

重点戦略2：�文化芸術を創造し，支える人材の充実及び子供や若者を対象とした文化芸
術振興策の充実

文化芸術を創造し，支える人材の育成・充実を図り，もって我が国の文化芸術の永続的
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な継承・発展を図ります。また，全ての子供や若者が，学校や地域において本物の文化芸
術に触れ，豊かな感性や創造性，コミュニケーション能力を育む機会を充実することによ
り，次代の文化芸術の担い手や鑑賞者を育むとともに，心豊かな子供や若者の育成を図り
ます。

重点戦略3：�文化芸術の次世代への確実な継承，地域振興等への活用
国民的財産である文化財の総合的な保存・活用を図るとともに，文化芸術を次世代へ確
実に継承します。また，文化芸術の地域振興，観光・産業振興等への活用を図ります。

重点戦略4：�国内外の文化的多様性や相互理解の促進
伝統文化から現代の文化芸術活動に至る我が国の多彩な文化芸術を積極的に海外発信す
るとともに，文化芸術各分野における国際文化交流を推進することにより，文化芸術水準
の向上を図るとともに，我が国に対するイメージの向上や諸外国との相互理解の促進に貢
献します。

重点戦略5：�文化芸術振興のための体制の整備
重点戦略 1から重点戦略 4までに掲げた各施策を着実に講じていく文化振興のための施
設・組織等の体制の整備を行います。

2 文化芸術振興のための予算，税制措置，文化審議会
（1）平成27年度文化庁予算の概要
平成27年度予算は，「豊かな文化芸術の創造と人材育成」，「かけがえのない文化財の保存，
活用及び継承等」，「我が国の多彩な文化芸術の発信と国際文化交流の推進」及び「文化発信
を支える基盤の整備・充実」といった主要施策により，第 4次基本方針の重点戦略を推進す
る内容となっています（図表2-9-2）。
「豊かな文化芸術の創造と人材育成」では，2020年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会における文化プログラムを見据えた地域の魅力ある文化芸術の取組への支援や，子供
たちの文化芸術を体験する機会を拡充するため，芸術団体の創造活動への支援の重点化や，
文化芸術による子供の育成事業などの施策を推進しています。
「かけがえのない文化財の保存，活用及び継承等」では，「日本遺産」など文化遺産を活用
した地域の活性化方策への重点支援や，文化財の保存修理・防災施設などの充実，文化財の
整備・活用などの推進を図っています。
「我が国の多彩な文化芸術の発信と国際文化交流の推進」では，優れた舞台芸術・メディ
ア芸術などの戦略的発信，文化遺産保護等国際協力の推進，外国人に対する日本語教育の推
進を図っています。
「文化発信を支える基盤の整備・充実」では，国立文化施設の整備・充実などを通じて，
文化発信の国内基盤を強化し，国民の鑑賞機会の充実を図っています。
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	図表 2-9-2 	 平成27年度文化庁予算（分野別）

（単位：百万円）

※単位未満を各々四捨五入しているため，合計額と合致しない場合がある。

平成27年度予算額
103,793百万円

芸術文化の振興
22,708（21.9%）

文化力による
地域と日本の再生
5,621（5.4%）

文化芸術創造活動への
効果的な支援5,690（5.5%）

その他2,778（2.7%）

文化財総合活用
戦略プランの創設
8,367（8.1%）

文化財の復元整備・
活用・継承等
3,600（3.5%）

国立美術館
10,976（10.6%）
運営費交付金  7,471
施設整備費     3,505

文化財保護の充実
45,109（43.5%）

国立文化
施設関係
32,894

（31.7%）

その他
3,081

（3.0%）

芸術家等の人材育成
8,619（8.3%）

文化財の適切な修理等による
継承・活用等
32,681（31.5%）

その他
461

（0.4%）

日本芸術文化振興会
10,557（10.2%）
運営費交付金  9,781
施設整備費     776

国立文化財機構
11,361（10.9%）
運営費交付金  8,440
施設整備費     2,921

（2）税制措置
①文化芸術団体に対する寄附金に関する税制措置
一般に，企業が寄附を行った場合は，当該寄附金について，一定額まで損金算入すること
が認められていますが，公益社団・財団法人及び独立行政法人などの特定公益増進法人等に
対する寄附金については，個人については，寄附金控除（所得控除）が，企業などの法人に
ついては，一般の寄附金の損金算入限度額に加えて，更に別枠で損金算入することが認めら
れています。
特に個人からの寄附に関しては，平成22年より，寄附金控除の適用下限額が「5,000円を
超える額」から「2,000円を超える額」に引き下げられ，文化芸術団体に対する支援をより
行いやすいよう措置されています。また，23年度からは，認定NPO法人及び公益社団・財
団法人等への寄附に係る税額控除が導入されています。
②文化財に関する税制措置
文化財の分野でも，重要文化財等として指定，選定，登録された家屋やその敷地について
は，固定資産税を非課税や 2分の 1課税とするなど，所有者が文化財を適切に管理する上で
必要な税制上の優遇措置を取っています。また，重要文化財（土地を除く。）を国や地方公
共団体等へ譲渡した場合は所得税が非課税（重要文化財や史跡等に指定された土地について
は，特別控除。）となり，建造物（登録有形文化財・重要伝統的建造物群保存地区内の伝統
的建造物を含む）とその敷地については，相続税額の算出において，一定の評価減を行うこ
ととされています。さらに，重要有形民俗文化財を国又は地方公共団体等に対して譲渡した
場合にかかる所得税の軽減措置（1/2 課税）について時限措置（平成28年12月31日まで）
となっていたところ，当該措置を 2年延長しています。（30年12月31日まで）。
加えて，平成26年度税制改正において，地方公共団体に対する寄附に係る寄附金控除に
ついて，博物館等の設置・管理を行う地方独立行政法人に対する寄附についても同様に寄附
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金控除の対象とされるとともに，地方公共団体に対し重要文化財等を譲渡した場合に認めら
れている譲渡所得の特例について，いわゆる「博物館相当施設＊2」の設置・管理の業務を主
たる目的とする地方独立行政法人に対し重要文化財等を譲渡した場合についても，同様に譲
渡所得の特例の対象とされています。
このほか，公益社団・財団法人が所有・取得する重要無形文化財の公演のための施設に係
る固定資産税・都市計画税・不動産取得税の軽減措置（課税標準 2分の 1）について時限措
置が取られています（29年 3 月31日まで）。
また，登録美術品として登録された美術品については，優れた美術品の美術館・博物館に
おける公開を促進するために，相続税の物納の特例措置が設けられています。

（3）文化審議会
文化庁に設けられている文化審議会では，国語分科会，著作権分科会，文化財分科会，文
化功労者選考分科会の 4分科会のほか，文化政策部会，美術品補償制度部会，世界文化遺
産・無形文化遺産部会を設置し，文化の振興や国際文化交流の振興に関する重要事項などに
ついて幅広い観点から調査審議を行っています。
文化審議会は，これまでに11の答申などを行い，文化庁では，これらを受けて各種施策
に取り組んでいます。

（4）地方創生（東京一極集中の是正）と文化庁の京都移転
内閣に置かれているまち・ひと・しごと創生本部では，東京一極集中を是正する観点か
ら，政府関係機関の地方移転について道府県等からの提案を踏まえた検討を行い，平成28
年 3 月に「政府関係機関移転基本方針」を決定しました。
この中で文化庁については，外交関係や国会対応の業務，政策の企画立案業務（関係省庁
との調整等）についても現在と同等以上の機能が発揮できることを前提とした上で，地方創
生や文化財の活用など，文化庁に期待される新たな政策ニーズ等への対応を含め，文化庁の
機能強化を図りつつ，数年の内に全面的に京都に移転することとされました。
4月以降，文化庁移転協議会を政府内に設置して具体的な検討を進め，8月末をめどに概

要を取りまとめ，年内をめどに具体的な内容を決定する予定です。

3 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に	
向けた文化プログラムの実施

我が国においても，2020（平成32）年に向けて，日本各地の文化資源を積極的に活用し，
関係省庁や全国の地方公共団体，多くの芸術家等，関係者と共に，日本の文化によって，世
界の人々を魅了する文化イベント・各種取組を進めることとしています。そして，それらを
一過性のイベントで終わらせることなく，2020（平成32）年以降も，かけがえのない日本
の遺産（レガシー）として残し，我が国が，より一層文化芸術に立脚した国となるよう，文
化力の顕在化，基盤の強化を図ります。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催年を新たな成長に向かう契機の年とし
て，文化プログラムを日本全国津々浦々で行うことを目指すとともに，文化を通じた世界の
人々の往来や交流を生み出し，一人一人が互いを認め合う包容力のある社会，文化芸術によ
る魅力あふれる社会を実現することを目指しています。

＊2�博物館相当施設：博物館法第29条の規定により，博物館に相当する施設として国又は都道府県の教育委員会により指定され
た施設をいう。
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4 文化芸術を取り巻く諸情勢の変化を踏まえた対応
（1）文化芸術資源を活用した経済活性化（文化GDPの拡大）
第 4次基本方針では，「文化芸術関係の新たな雇用や，産業が現在よりも大幅に創出され
ている」ことを「我が国が目指す『文化芸術立国』の姿」の一つに挙げています。
文化芸術資源は，観光地の魅力や，産業の付加価値などを産み出す源です。このため，文
化芸術への投資は，文化分野だけではなく教育，福祉，まちづくり，観光・産業等他の様々
な産業分野への経済波及効果を生み出します。このため文化庁では，文化芸術資源を活用し
た経済活性化（文化GDPの拡大）に取り組んでいます。
我が国には，地域における文化財や，マンガ・アニメ・ゲーム等のメディア芸術，舞台芸
術や各地の芸術祭をはじめとする文化芸術活動など，多様な文化芸術資源が全国に存在しま
す。このため，文化芸術資源の一層の活用や国内外へ向けた地域の文化芸術の魅力の発信を
強化することにより，外国人も含めた観光客の増加につなげるとともに，他の産業や地域経
済への波及を一層促進するなど，日本経済の活性化に貢献することが求められています。
そこで，文部科学省としては，2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向
けた文化プログラム等の実施を契機として，地域の文化芸術活動の魅力を最大化し，地域経
済への波及を創出するための取組や，地域の文化財の戦略的活用や適切なサイクルの修理・
美装化により，「文化財で稼ぐ」仕組みへの転換を図るための取組，多様性を包容する文化
の力を活用し，障害者，外国人等，あらゆる人々が活躍する場を創出し，文化活動の裾野を
拡大するための取組などを進めていくこととしています。

（2）我が国の文化資源を活
い
かした地方創生と世界発信

近年，文化芸術はそれらを保護・保存するだけでなく，活用することにより教育，福祉，
まちづくり，観光・産業等幅広い分野への波及効果を及ぼし，地域活性化や地域課題の解決
に貢献している事例が見られます。例えば，「大地の芸術祭：越後妻有アートトリエンナー
レ」（平成13年から）は，24年の第 5回では約47億円の経済波及効果を新潟県内に及ぼすと
ともに，地域の活力創出に効果を上げています。
また，ユネスコ世界文化遺産への登録は，貴重な文化財を次世代に継承するとともに，地
域活性化にも資するものとして大変有意義です。例えば「富岡製糸場と絹産業遺産群」は，
平成26年 6 月末のユネスコ世界遺産委員会において正式に世界文化遺産として登録された
ことにより，各資産を訪れる観光客数が前年に比べて飛躍的に増加しました。（富岡製糸場
では，26年度一年間で約134万人と，25年度一年間（31万人）の 4倍以上の来場者を記録）
このことは，文化財が地域の活性化に貢献している好例と言えますが，このような世界文化
遺産登録を受けた観光振興・地域振興への効果を一過性のもので終わらせるのではなく，今
後も中長期的に継続させていくことが重要です。
このため，平成27年度から，世界文化遺産に登録された地域の活性化を図るため，情報
発信・普及・保護活動等を支援する「文化遺産を活

い

かした地域活性化事業（世界文化遺産活
性化事業）」を新規に実施しています。
今後，このような全国にある地域の文化資源を海外の人にも分かりやすく発信するため，
文化財の本来の価値・魅力を分かりやすく外国人観光客に伝えられるような環境整備を促進
し，文化財等の案内表示・解説等を充実させるための取組を実施する予定です。また，全国
で展開する文化プログラムの情報を国内外に発信するため，多言語機能を付与した文化情報
プラットフォームを構築予定です。
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（3）文化資産に関するデジタルアーカイブの取組について
我が国の文化や歴史等の理解に欠かすことのできない映画，舞台芸術，アニメ，マンガ，
ゲーム，デザイン，写真，建築，文化財等の文化資産に係る情報のデジタルアーカイブを構
築することは，我が国の多様な文化を保存・継承するとともに，国民が自ら活動に参加し，
新たな文化を創造していくための基盤を形成する意味で重要です。
また，平成27年度より新たに，グラフィック・ファッション・プロダクト等のデザイン
分野について，民間におけるアーカイブ構築を促進するため，アーカイブの中核拠点の形成
を支援しています。これらに加え，各分野の特性に応じた保存全般にわたる事項について普
及・啓発を図るシンポジウムを開催しています。
今後は，政府全体として，国立国会図書館等の関係機関と連携しつつ，分野横断的なデジ
タルアーカイブの整備を検討しているところです。

	 第 2 節	 	文化芸術創造活動の推進
1 文化芸術創造活動の活性化支援
（1）文化芸術活動に対する効果的な支援
文化庁では，我が国の文化芸術の振興を図るため，トップレベルの舞台芸術創造事業を実
施し，音楽，舞踊，演劇，伝統芸能，大衆芸能といった分野の芸術水準の向上の直接的な牽

けん

引力となる公演を重点的に支援しています。平成27年度は，年間活動支援型28団体，公演
事業支援型173件を採択しました。
また，実演芸術の水準向上のための取組や，障害者の優れた芸術活動の促進のための調査
研究等を，芸術団体等からの企画提案を受けて行う戦略的芸術文化創造推進事業では，27
件の取組を採択しました。

（2）芸術文化振興基金
芸術文化振興基金は，文化芸術活動に対する援助を継続的・安定的に行うため，平成 2年
に設立されました。日本芸術文化振興会において，政府から出資された541億円と民間から
の出えん金約126億円計約667億円を原資とし，その運用益をもって文化芸術活動に対する
助成に充てています。寄附金の受付は随時行っており，基金の拡充に努めています。

〈芸術文化振興基金による助成額（平成27年度）〉
○芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造・普及活動：7億241万円
○地域の文化振興を目的として行う活動：2億3,662万円
○文化に関する団体が行う文化の振興，普及活動：9,107万円

2 新進芸術家などの人材育成
文化庁では，世界で活躍する新進芸術家等を育成するため，美術，音楽，舞踊，演劇など
の分野において研修・発表の機会を提供しています。特に，新進芸術家海外研修制度では，
昭和42年以来，新進芸術家等が海外の大学や芸術団体などで研修を受け，これまで多数の
優秀な芸術家などを輩出しています（図表2-9-3）。
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	図表 2-9-3 	 新進芸術家海外研修制度のこれまでの派遣者の例

奥谷　　博 美術：洋画　昭和42年度
絹谷　幸二 美術：洋画　昭和52年度
佐藤しのぶ 音楽：声楽　昭和59年度
諏訪内晶子 音楽：器楽　平成 6年度
森下　洋子 舞踊：バレエ　昭和50年度
野田　秀樹 演劇：演出　平成 4年度
野村　萬斎 演劇：狂言師　平成 6年度
崔　　洋一 映画：監督　平成 8年度
鴻上　尚史 演劇：演出　平成 8年度
平山　素子 舞踊：モダンダンス　平成13年度
酒井　健治 音楽：作曲　平成16年度
長塚　圭史 演劇：演出　平成20年度
田中　功起 美術：現代美術　平成21年度
萩原　麻未 音楽：ピアノ　平成21年度

3 芸術祭の開催
文化庁では，昭和21年度から毎年秋に芸
術祭を開催しています。平成27年度は，オ
ペラ「ラインの黄金」を上演したほか，バレ
エ，演劇，音楽，歌舞伎，能楽，文楽，邦
舞，大衆芸能，アジア・太平洋地域の芸能の
10の主催公演を実施しました。
また，演劇，音楽，舞踊，大衆芸能の参加
公演部門には168件，テレビ，ラジオ，レ
コードの参加作品部門には120件が参加しま
した。各部門における審査の結果，優れた公
演・作品に対して，文部科学大臣から芸術祭
各賞が授与されました。

4 企業による芸術文化活動への支援
（1）企業の取組の認定・顕彰
公益社団法人企業メセナ協議会は，企業によるメセナ（芸術・文化振興による社会創造）
活動の活性化を目的として平成 2年に設立されました。メセナ活動を顕在化し，その社会的
意義を発信するメセナ認定制度「This� is�MECENAT」と，優れた活動を表彰する「メセナ
アワード」を連動して運営しています。文化庁では，公益社団法人企業メセナ協議会との連
携の下，「メセナアワード」において，芸術文化振興に大きく貢献し，地域活性化や次世代
育成に関わるメセナ活動を顕彰しています。

（2）民間の寄附の促進
公益社団法人企業メセナ協議会は，民間の芸術文化活動への寄附を促進するため，「2021
芸術・文化による社会創造ファンド（2021Arts�Fund）」および「助成認定制度」を運営し
ています。
①2021芸術・文化による社会創造ファンド（2021�Arts�Fund）
2020（平成32）年から先の文化創造に資するため，地域文化振興及び芸術・文化による

平成27年度文化庁芸術祭主催公演
新国立劇場バレエ公演「ホフマン物語」

写真：鹿摩隆司
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地域創造，芸術・文化を通じた国際交流及び日本文化の国際発信，芸術・文化及びこれを通
じた社会創造を担う人材育成を重点として，寄附者の意向に応じた目的別ファンドを設置す
るとともに，目的を達成するための寄附コーディネートを行っています。
②助成認定制度
この制度の認定を受けた文化芸術活動に対して寄附を行う場合，個人の場合には所得控除
又は税額控除，企業などの法人の場合には一般の寄附金とは別枠での損金算入が認められま
す（図表2-9-4）。

	図表 2-9-4 	 企業メセナ協議会の助成認定制度

認定

助成金 寄附金
内諾

申請

支援依頼

審査委員会
企業メセナ協議会

支援者
（企業・個人）芸術活動を行う

団体・個人

	 第 3 節	 	映画・メディア芸術の振興
1 日本映画の振興
映画は，演劇，音楽や美術などの諸芸術を
含んだ総合芸術であり，国民の最も身近な娯
楽の一つとして生活の中に定着しています。
また，ある時代の国や地域の文化的状況の
表現であるとともに，その文化の特性を示す
ものです。さらに，映画は海外に向けて日本
文化を発信する上でも極めて効果的な媒体で
あり，有力な知的財産として位置付けられて
います。
文化庁では，平成16年度から総合的な日
本映画の振興施策を実施しており，①日本映
画の創造・交流・発信，②若手映画作家等の
育成，③日本映画フィルムの保存・継承を推進しています（図表2-9-5）。
具体的には，日本映画の製作支援，映画関係者によるシンポジウムなどの創作活動や交流
の推進，日本映画の海外映画祭への出品支援やアジアにおける日本映画特集上映など海外へ
の日本文化発信，短編映画作品製作による若手映画作家育成事業などの人材育成を通して，
我が国の映画の一層の振興に取り組んでいます。特に日本映画の製作支援については，映画
による国際文化交流を推進し，我が国の映画振興に資するため，平成23年度からは，国際
共同製作による映画製作への支援も行っています。
また，日本映画に関する情報提供を通じてこれらの活動を促進するため，データベースの
整備も進めています。

写真：若手映画作家等の育成（ndjc）撮影風景
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	図表 2-9-5 	 日本映画の振興

我が国の存在感を高める日本映画の振興と日本文化の理解の促進

多くの人々に支持され親しまれている総合芸術であり，かつ海外への日本文化発信の有効な媒体である日本映画の振興を図る。

日本映画の創造・交流・発信
①日本映画製作支援事業
②ロケーションに係るデータベースの運営
③文化庁映画賞
④海外映画祭への出品等支援

若手映画作家等の育成
①短編映画作品支援による若手映画作家の育成
②映画関係団体等の人材育成事業の支援

映画フィルムの保存・継承

自律的な創造サイクルの確立

人材の育成と社会的認知の向上

⑤全国映画会議
⑥アジアにおける日本映画特集上映事業
⑦「日本映画情報システム」の整備

我が国の映画フィルムの保存・継承

東京国立近代美術館フィルムセンター

2 アニメーション，マンガなどのメディア芸術の振興
アニメーション，マンガ，ゲームなどのメディア芸術は広く国民に親しまれ，新たな芸術
の創造や我が国の芸術全体の活性化を促すとともに，海外から高く評価され，我が国に対す
る理解や関心を高めています。文化庁では，メディア芸術の一層の振興を図るため，創作活
動に対する支援，普及，人材育成などに重点を置いた様々な取組を行っています。その一つ
の柱である文化庁メディア芸術祭は，平成27年度に19回目を迎え，87の国と地域から4,417
作品の応募がありました。「アート」，「エンターテインメント」，「アニメーション」，「マン
ガ」の四つの部門にそれぞれ大賞，優秀賞，新人賞を顕彰するとともに，メディア芸術の振
興に寄与した関係者に功労賞を贈呈しました。
受賞作品は，国立新美術館で開催された第19回メディア芸術祭受賞作品展の中で展示さ
れました。また，過去の受賞作品を中心に優れたメディア芸術作品の鑑賞の機会を提供する
メディア芸術祭地方展（平成27年度は富山県，鹿児島県，青森県で開催）や海外メディア
芸術祭等参加事業などを実施し，国内外に優れたメディア芸術作品を発信しています。
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●アート部門優秀賞
『50	.	Shades	of	Grey』グラフィックアート

CHUNG	Waiching	Bryan（英国）
©2015	Bryan	Wai-ching	CHUNG

●エンターテインメント部門大賞
『正しい数の数え方』音楽劇

岸野	雄一（日本）
©2015	Out	One	Disc

●アニメーション部門大賞
『Rhizome』短編アニメーション
Boris	LABBÉ（フランス）
©Sacrebleu	Productions

●マンガ部門大賞
『かくかくしかじか』
東村	アキコ（日本）

©Akiko	HIGASHIMURA/SHUEISHA

	 第 4 節	 	子供たちの文化芸術活動と地域に	
おける文化芸術の振興

1 子供たちの文化芸術活動の推進
第 2期教育振興基本計画においては，「小・中学校等と博物館や劇場，音楽堂等，文化芸
術団体との連携・協力を図りつつ子どもたちが一流の文化芸術に触れる機会の提供を推進す
るとともに，子どもたちが地域の伝統文化に触れる機会を提供する取組への支援を行う。」
とされています。文化庁では，子供たちが，本物の文化芸術に直接触れたり創造活動に参加
したりすることにより，多くの感動体験を得て感受性豊かな人間として成長するように，以
下の施策を実施しています。

（1）文化芸術による子供の育成事業
子供たちが優れた実演芸術を鑑賞するとともに，文化芸術団体等による実技指導，ワーク

ショップに参加し，さらにはこれらの団体と本番の舞台で共演するなど，実演芸術に身近に
触れる機会を提供する「文化芸術による子供の育成事業」を実施しています。平成27年度は，
文化芸術団体による巡回公演を1,819公演，学校への芸術家派遣を2,589か所で実施しました。
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（2）伝統文化親子教室事業
文化庁では，次代を担う子供たちに対して，民俗芸能，工芸技術，邦楽，日本舞踊，茶
道，華道などの伝統文化・生活文化を計画的・継続的に体験・修得することができる機会を
提供する取組を支援しています。平成27年度は3,483団体の活動を採択しました。

（3）全国高等学校総合文化祭
高校生に文化部活動の成果発表の機会を提供して，創造活動を推進し相互の交流を深める
ため，都道府県，全国高等学校文化連盟等との共催により，「全国高等学校総合文化祭」（平
成27年度は 7月28日から 8月 1日まで滋賀県で開催），「全国高等学校総合文化祭優秀校東
京公演」（27年度は 8月29日，30日に開催）をそれぞれ毎年開催しています。

2 地域における文化芸術活動への支援
文化庁では，優れた文化芸術に身近に接することができ，地域に根付いた文化芸術活動が
活発に行われるようにするため，個性豊かな文化芸術の振興，文化芸術を支える人材育成な
ど，地域における文化芸術の振興を図っています。

（1）劇場，音楽堂等の活性化
「劇場，音楽堂等の活性化に関する法律」及び「劇場，音楽堂等の事業の活性化のための
取組に関する指針」の趣旨を踏まえ，地域の文化拠点である劇場，音楽堂等が行う実演芸術
の創造発信や，専門的人材の養成，普及啓発事業等を支援することによって，劇場，音楽堂
等の活性化を図るとともに，地域コミュニティの創造と再生を推進する劇場・音楽堂等活性
化事業を実施しています（平成27年度採択実績：172件）。

（2）文化遺産を活
い
かした地域活性化事業

我が国の宝である地域の多様で豊かな文化遺産を活用して，伝統行事・伝統芸能の公開
や，後継者養成，古典に親しむ活動，地域の特色ある総合的な取組に対して支援を行ってい
ます（平成27年度採択実績：359件）。

（3）国民文化祭
国民の文化芸術活動への参加機運を高めるとともに，地域や世代を超えた文化交流の輪を
広げていくため，都道府県等との共催によって，全国規模の文化の祭典である「国民文化
祭」を毎年開催しています（平成27年度は鹿児島県で開催）。

（4）文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業
地方公共団体が実施する，地域の文化資源等を活用した計画的な文化芸術活動や，2020
年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラムを見据えた文化事業，訪日
外国人が鑑賞・体験できる事業に対して支援を行っています（平成27年度採択実績：125件）

3 文化芸術創造都市の推進
近年，美しい景観や地方公共団体固有の文化的環境を生かすことにより，住民の創造性を
育むとともに，新しい産業や街のにぎわいに結び付けることを目指す地方公共団体が増えて
きました。文化庁では，文化芸術の持つ創造性を活

い

かして，産業振興，地域活性化等を図る
「文化芸術創造都市」の取組を推進しています。例えば，都市政策の中心に文化政策を据え
る地方公共団体を応援するため，平成19年度に表彰制度を創設しました（図表2-9-6）。
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平成21年度からは，「文化芸術創造都市」に取り
組む地方公共団体やその関係者を対象とし，情報収
集・提供，研修の実施などを通じた国内の文化芸術
創造都市ネットワークの構築に取り組んでいます。
また，25年 1月には，国内の創造都市ネットワーク
の充実・強化を図るため，各自治体等の連携により，
「創造都市ネットワーク日本（Creative�City�
Network�of�Japan）」（以下，「CCNJ」という。）が設
立されました。文化庁では，このネットワーク組織
の活動を支援しており，27年度は，創造農村ワーク
ショップ（新潟県十日町市）や創造都市セミナー（大分県大分市）等を開催しました。
また，全国各地域の文化芸術創造都市づくりの支援を推進するために，平成26年 4 月，
地方公共団体等からの相談機能を果たす「文化庁・文化芸術創造都市振興室」を京都市内に
設け，文化芸術創造都市の推進を図っています。
世界規模では，ユネスコが中心となった国際的ネットワークである「ユネスコ・クリエイ
ティブ・シティズ（創造都市）・ネットワーク（UNESCO�Creative�Cities�Network）」が形
成されており，平成27年 5 月には，「ユネスコ・クリエイティブ・シティズ・ネットワーク
会議金沢2015」が開催されました。本会議中に開催された「世界創造都市シンポジウム」
では，イタリアのボローニャ市（ユネスコ音楽都市），カナダのモントリオール市（ユネス
コデザイン都市）の代表者と，CCNJ加盟地方公共団体代表者が参加し，創造都市の一層の
展開に向け，経験・知識の共有が行われました。
このように，文化芸術の創造性で持続的に地域を活性化させるために，文化芸術創造都市
が一つの核となることが国内外で期待されています。

	図表 2-9-6 	 長官表彰（文化芸術創造都市部門）受賞都市一覧

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
横浜市

（神奈川県）
札幌市
（北海道）

東川町
（北海道）

水戸市
（茨城県）

仙北市
（秋田県）

新潟市
（新潟県）

八戸市
（青森県）

美唄市
（北海道）

剣淵町
（北海道）

金沢市
（石川県）

豊島区
（東京都）

仙台市
（宮城県）

十日町市・津南町
（新潟県）

鶴岡市
（山形県）

大垣市
（岐阜県）

いわき市
（福島県）

松本市
（長野県）

富良野市
（北海道）

近江八幡市
（滋賀県）

篠山市
（兵庫県）

中之条町
（群馬県）

南砺市
（富山県）

浜松市
（静岡県）

神山町
（徳島県）

千曲市
（長野県）

松山市
（愛媛県）

豊中市
（大阪府）

沖縄市
（沖縄県）

萩市
（山口県）

別府市
（大分県）

木曽町
（長野県）

舞鶴市
（京都府）

尾道市
（広島県）

内子町
（愛媛県）

竹田市
（大分県）

神戸市
（兵庫県）

	 第 5 節	 	文化財の保存と活用
文化財は，我が国の歴史や文化の理解のため欠くことのできない貴重な国民的財産である
とともに，将来の発展向上のためになくてはならないものであり，将来の地域づくりの核と
もなるものとして，確実に次世代に継承していくことが求められます。このため，文化庁で
は，文化財保護法に基づき，文化財のうち重要なものを指定・選定・登録し（図表 2-9-
7，図表 2-9-8），現状変更や輸出等について一定の制限を課す一方，有形の文化財につ
いては保存修理，防災，買上げ等，無形の文化財については伝承者養成，記録作成等に対し
て補助を行うことによって，文化財の保存を図っています。また，文化財の公開施設の整備

創造農村ワークショップ（新潟県十日町市）
（「創造都市ネットワーク日本」ホームページより）
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に対して補助を行ったり，展覧会などによる文化財の鑑賞機会の拡大を図ったりするのみな
らず，地域の文化財を一体的に活用する取組に対しても支援を行っています。

	図表 2-9-7 	 文化財保護の体系

※保存と活用が特に必要なものを登録【建造物】
【美術工芸品】

※重要なものを重要無形文化財に指定【演劇・音楽・工芸技術等】
記録作成等の措置を講ずべき無形文化財
※特に必要のあるもの

※特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定

文 化 財

民俗文化財

無形文化財

有形文化財

記　念　物

文化的景観

伝統的建造物群

文化財の保存技術

埋蔵文化財

選定保存技術

重要文化的景観

伝統的建造物
群保存地区

重要伝統的建造
物群保存地区

重要無形民俗文化財

重要無形文化財

登録有形文化財

重要文化財 国　　宝

重要有形民俗文化財

登録有形民俗文化財

史　　跡

名　　勝

天然記念物

登録記念物

特別史跡

特別名勝

特別天然記念物

（指定）

（指定）

（指定）

（登録）

（指定）

（選択）

（登録）

（選択）

（指定）

（登録）

（選定）

都道府県又は
市町村の申出
に基づき選定

市町村が
条例等に
より決定

（指定）

（指定）

（指定）

※特に重要なものを重要有形民俗文化財に指定
【無形の民俗文化財】
衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗慣習・民俗芸能・民俗技術

【有形の民俗文化財】
無形の民俗文化財に用いられる衣服・器具・家具等

※保存と活用が特に必要なものを登録

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
※特に必要のあるもの

※重要なものを史跡に，特に重要なものを特別史跡に指定

【遺跡】
貝塚・古墳・都城跡・城跡・
旧宅等

【名勝地】
庭園・橋梁・峡谷・海浜
・山岳等
【動物・植物・地質鉱物】

※重要なものを名勝に，特に重要なものを特別名勝に指定

※保存と活用が特に必要なものを登録

※特に重要なものを重要文化的景観として選定

【地域における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景観地】
棚田・里山・用水路等

【周囲の環境と一体を成して歴史的風致を形成している伝統的な建造物群】
宿場町・城下町・門前町・農漁村等

【文化財の保存に必要な材料
製作，修理，修復の技術等】

特に価値の高いもの重要なもの文化財の種類

【建造物】
【美術工芸品】絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料等

※重要なものを重要文化財に，世界文化の見地から価値の高いもので，たぐい
ない国民の宝たるものを国宝に指定

※重要なものを天然記念物に，特に重要なものを特別天然
記念物に指定

市町村の
申出に基
づき選定

※我が国にとって価値が特に高いものを重要伝統的建造
物群保存地区として選定

※保存の措置を講ずる必要があるものを
選定保存技術として選定

きょう りょう
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	図表 2-9-8 	 文化財指定等の件数

文化財指定等の件数	 平成28年 3月 1日現在
【指　　定】
1．国宝・重要文化財

種　別　/　区　分 国　　　　宝 重　要　文　化　財

美
　
術
　
工
　
芸
　
品

絵　　　画 159 2,002
彫　　　刻 130 2,692
工　芸　品 252 2,447
書跡・典籍 224 1,903
古　文　書 60 759
考 古 資 料 46 618
歴 史 資 料 3 191

計 874 10,612

建　　造　　物 （282棟） （4,775棟）
223 2,445

合　　　　　　計 1,097 13,057

（注）重要文化財の件数は，国宝の件数を含む。

2．史跡名勝天然記念物
特　 別　 史　 跡 61 史　　　　　　　跡 1,759
特　 別　 名　 勝 36 名　　　　　　　勝 398
特 別 天 然 記 念 物 75 天　然　記　念　物 1,021

計 172（162） 計 3,178（3,066）

（注）史跡名勝天然記念物の件数は，特別史跡名勝天然記念物の件数を含む。
史跡名勝天然記念物には重複指定があり,（　）内は実指定件数を示す。

3．重要無形文化財
各　個　認　定 保持団体等認定

指定件数 保持者数 指定件数 保持団体等数
芸 　 　 能 37 54 （54） 13 13
工 芸 技 術 40 58 （57） 14 14
合 　 　 計 77 112（111） 27 27

（注）保持者には重複認定があり，（　）内は，実人員数を示す。

4．重要有形民俗文化財 217 件

5．重要無形民俗文化財 296 件

【選　　定】
1．重要文化的景観 50 件

2．重要伝統的建造物群保存地区 110 地区

3．選定保存技術
選定件数 保　持　者 保　存　団　体

件　数 人　数 件　数 団体数
70 48 56 31 33（31）

（注）保存団体には重複認定があり，（　）内は実団体数を示す。

【登　　録】
1．登録有形文化財（建造物） 10,516 件

2．登録有形文化財（美術工芸品） 14 件

3．登録有形民俗文化財 36 件

4．登録記念物 98 件
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1 文化財の活用に向けて
全国各地において長く守り伝えられてきた有形，無形の文化財は，地域の誇りであるとと
もに，観光振興に欠かせない貴重な資源です。そのため，こうした文化財を一層活用し，地
域活性化につなげていくことが重要です。文化庁では，従来の保存を優先とする支援から，
地域の文化財群を総合的に活用する取組への支援の重点化を図ることを目的として平成27
年度「文化財総合活用戦略プラン」を創設し，情報発信，普及啓発，人材育成及び公開活用
のための設備整備等，文化財を活用した地域の様々な取組を総合的に支援しました。
平成28年度には「文化財活用・理解促進戦略プログラム2020」を策定し，日本遺産をは
じめとする地域の文化財の一体的活用，国内外に向けた分かりやすい解説の充実・多言語
化，適切な周期による修理や次の修理までも文化財を美しく保つ美装化などの取組を進める
ことで，文化財を真に人を引き付け，地域の人の心のよりどころとなるような文化資源とし
て活用する取組を進めていくこととしています。

日本の歴史を知らない外国人にも
分かりやすい解説

（日光東照宮新宝物館）

地域の文化財の一体的整備により
観光客数を増加させた例

（大内宿の茅（かや）葺（ぶ）き民家群再生）

歴史的建造物をユニークベニューとして活用
（姫路城でのイベント）

2 有形文化財の保存と活用
建造物，絵画，彫刻，工芸品，書跡，典籍，古文書その他の有形の文化的所産や考古資
料，歴史資料で，我が国にとって歴史上，芸術上，学術上価値の高いものを総称して「有形
文化財」と呼んでおり，このうち，「建造物」以外のものを「美術工芸品」と呼んでいます。

（1）国宝，重要文化財の指定等
文化庁では，有形文化財のうち重要なものを「重要文化財」に指定し，さらに，重要文化
財のうち世界文化の見地から特に価値の高いものを「国宝」に指定して重点的に保護してい
ます。また，近年の国土開発や生活様式の変化等によって，社会的評価を受ける間もなく消
滅の危機にさらされている近代等の有形文化財を登録という緩やかな手法で保護しています
（図表2-9-9，図表2-9-10）。

（2）保存・活用のための取組
我が国の有形文化財は，木材等の植物性材料で作られているものが多く，その保存・管理
には適切な周期での修理が必要であるとともに防災対策が欠かせません。これらは，原則と
して有形文化財の所有者によって行われるものですが，ほとんどの場合に多額の経費を要す
るので，国による補助が行われています。
①建造物
文化庁では，地震等から建造物を守るため，耐震診断や耐震補強工事を補助しているほ
か，火災などの被害から建造物を守るため，自動火災報知設備や避雷設備，消火設備，防犯
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設備の設置や危険木対策を補助しています。さらに，ふるさと文化財の森システム推進事業
を実施して，保存修理や危険木対策に必要な資材の供給林を設定し，管理業務を支援してい
ます。
また，建造物を活用するため，活用事例を紹介するほか，NPO法人等による文化財建造
物の管理活用事業を実施しています。
②美術工芸品
文化庁では，美術工芸品を災害や盗難等の被害から守るため，手引の作成や研修会の開催
など，防災・防犯意識の向上や有効な対策への理解を促進するための取組を実施していま
す。
また，美術工芸品の活用を図るため，文化財保存施設の整備を推進するとともに，国宝・
重要文化財が出品される展覧会を支援しています。海外流出や散逸等のおそれがある国宝・
重要文化財等については，国が買い取って保存するとともに，文化庁主催展覧会に出品した
り，博物館等の展覧会に貸与したりしています。
なお，文化庁では，国指定文化財（美術工芸品）の現状を把握するため，文化財の所在に
ついての調査を実施し，平成26年 7 月 4 日と27年 1 月21日の 2回にわたって結果を公表し
ました。その結果，調査時点の国指定文化財（美術工芸品）全件（1万524件）のうち，所
在を確認することができた件数は 1万276件，所在不明であると判明した件数は180件，追
加で確認する必要がある件数は68件となりました。現在，所在不明及び，追加で確認する
必要がある文化財の所在確認を進めるとともに，再発防止策を実施しています。
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	図表 2-9-9 	 平成27年度の国宝・重要文化財（建造物）の指定

国宝（建造物）
名称 所在地 指定年月日

松
まつ

江
え

城
じょう

天
てん

守
しゅ

島根県松江市 平成27年 7月 8日

石
いわ

清
しみ ず

水八
はち

幡
まん

宮
ぐう

本
ほん

社
しゃ

京都府八幡市 平成28年 2月 9日

重要文化財（建造物）

旧新
しん

町
まち

紡
ぼう

績
せき

所
じょ

群馬県高崎市 平成27年 7月 8日

旧朝
あさ

香
か

宮
みや

邸
てい

東京都港区 平成27年 7月 8日

浅
せん

草
そう

寺
じ

伝
でん

法
ぽう

院
いん

東京都台東区 平成27年 7月 8日

国
こく

道
どう

一
いち

号
ごう

箱
はこ

根
ね

湯
ゆ

本
もと

道
どう

路
ろ

施
し

設
せつ

神奈川県足柄下郡箱根町 平成27年 7月 8日

中
なか

村
むら

家
け

住
じゅう

宅
たく

福井県南条郡南越前町 平成27年 7月 8日

思
し

子
こ

淵
ぶち

神
じん

社
じゃ

滋賀県高島市 平成27年 7月 8日

日
に

本
ほん

聖
せい

公
こう

会
かい

奈
な

良
ら

基
きりすと

督教
きょう

会
かい

奈良県奈良市 平成27年 7月 8日

内
うち

子
こ

座
ざ

愛媛県喜多郡内子町 平成27年 7月 8日

今
いま

村
むら

天
てん

主
しゅ

堂
どう

福岡県三井郡大刀洗町 平成27年 7月 8日

旧網
あ

走
ばしり

監
かん

獄
ごく

北海道網走市 平成28年 2月 9日

旧網
あ

走
ばしり

刑
けい

務
む

所
しょ

二
ふた

見
み

ヶ
が

岡
おか

刑
けい

務
む

支
し

所
しょ

（二
ふた

見
み

ヶ
が

岡
おか

農
のう

場
じょう

） 北海道網走市 平成28年 2月 9日

旧弘
ひろ

前
さき

藩
はん

諸
しょ

士
し

住
じゅう

宅
たく

青森県弘前市 平成28年 2月 9日

平
ひら

井
い

家
け

住
じゅう

宅
たく

岩手県紫波郡紫波町 平成28年 2月 9日

龍
りょう

光
こう

院
いん

黒
くろ

田
だ

家
け

霊
たま

屋
や

京都府京都市 平成28年 2月 9日

養
よう

源
げん

院
いん

京都府京都市 平成28年 2月 9日

戸
と

田
だ

家
け

住
じゅう

宅
たく

徳島県板野郡上板町 平成28年 2月 9日

竹
ちく

林
りん

寺
じ

書
しょ

院
いん

高知県高知市 平成28年 2月 9日

国宝　松江城天守（島根県松江市） 重要文化財　旧網走監獄（北海道網走市）
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	図表 2-9-10	 平成27年度の国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定

○国宝（美術工芸品）
平成27年 9月 4日指定（計 2件）
＜彫刻の部＞
・木
もく

造
ぞう

虚
こ

空
くう

蔵
ぞう

菩
ぼ

薩
さつ

立
りゆう

像
ぞう

	 （一軀
く

）
・木
もく

造
ぞう

弥
み

勒
ろく

仏
ふつ

坐
ざ

像
ぞう

	 （一軀）

○重要文化財（美術工芸品）
平成27年 9月 4日指定（計39件）
＜絵画の部＞
・絹
けん

本
ぽん

著
ちやく

色
しよく

鳥
と

羽
ば

天
てん

皇
のう

像
ぞう

	 （一幅
ぷく

）
・紙

し

本
ほん

著
ちやく

色
しよく

病
やまいの

草
そう

紙
し

断
だん

簡
かん

（背骨の曲がった男）	 （一枚）
・紙

し

本
ほん

著
ちやく

色
しよく

病
やまいの

草
そう

紙
し

断
だん

簡
かん

	 （三幅一枚）
・紙

し

本
ほん

著
ちやく

色
しよく

日
じつ

月
げつ

四
し

季
き

花
か

鳥
ちよう

図
ず

（六曲屏風）	 （一双
そう

）
・紙

し

本
ほん

金
きん

地
じ

著
ちやく

色
しよく

江
え

戸
ど

名
めい

所
しよ

風
ふう

俗
ぞく

図
ず

（八曲屏風）	 （一双）
・紙

し

本
ほん

著
ちやく

色
しよく

酒
しゆ

伝
てん

童
どう

子
じ

絵
え

巻
まき

（狩
か

野
のう

元
もと

信
のぶ

筆
ひつ

）	 （三巻）
・紙

し

本
ほん

墨
ぼく

画
が

淡
たん

彩
さい

竹
ちく

林
りん

閑
かん

居
きよ

図
ず

	 （一幅）
・絹
けん

本
ぽん

著
ちやく

色
しよく

両
りよう

界
がい

曼
まん

荼
だ

羅
ら

図
ず

	 （二幅）

＜彫刻の部＞
・乾
かん

漆
しつ

伎
ぎ

楽
がく

面
めん

	 （一面）
・木
もく

造
ぞう

韋
い

駄
だ

天
てん

立
りゆう

像
ぞう

	 （一軀）
木
もく

造
ぞう

善
ぜん

財
ざい

童
どう

子
じ

立
りゆう

像
ぞう

	 （一軀）
・木
もく

造
ぞう

獅
し

子
し

狛
こま

犬
いぬ

	 （一対）
・木
もく

造
ぞう

地
じ

蔵
ぞう

菩
ぼ

薩
さつ

坐
ざ

像
ぞう

	 （一軀）
・木
もく

造
ぞう

伎
ぎ

楽
がく

面
めん

	 （一面）
乾
かん

漆
しつ

伎
ぎ

楽
がく

面
めん

	 （一面）
・木
もく

造
ぞう

如
によ

意
い

輪
りん

観
かん

音
のん

坐
ざ

像
ぞう

	 （一軀）
・木
もく

造
ぞう

二
に

天
てん

王
のう

立
りゆう

像
ぞう

	 （二軀）
木
もく

造
ぞう

毘
び

沙
しや

門
もん

天
てん

立
りゆう

像
ぞう

	 （一軀）

＜工芸品の部＞
・色
いろ

絵
え

竜
たつ

田
た

川
がわ

文
もん

透
すかし

彫
ぼり

反
そり

鉢
ばち

（尾
お

形
がた

乾
けん

山
ざん

作
さく

）	 （一口）
・祥
しよん

瑞
ずい

蜜
み

柑
かん

水
みず

指
さし

（景
けい

徳
とく

鎮
ちん

窯
よう

）	 （一合）

＜書跡・典籍の部＞
・新
しん

古
こ

今
きん

和
わ

歌
か

集
しゆう

竟
きよう

宴
えん

和
わ

歌
か

	 （一巻）
・山
さん

家
か

心
しん

中
ちゆう

集
しゆう

	 （一帖
じよう

）
・古

こ

今
きん

和
わ

歌
か

集
しゆう

巻
まき

下
げ

（片
かた

仮
か

名
な

本
ぼん

）	 （一冊）

＜古文書の部＞
・民
みん

部
ぶ

省
しよう

符
ふ

（延
えん

長
ちよう

四年二月十三日）	 （一幅）
・大
やまとの

和国
くに

添
そえ

上
かみ

郡
ぐん

楢
なら

中
なか

郷
ごう

家
や

地
ち

手
て

継
つぎ

券
けん

文
もん

（十六通）	 （一巻）
・平
へい

城
じよう

宮
きゆう

跡
せき

造
ぞう

酒
しゆ

司
し

出
しゆつ

土
ど

木
もつ

簡
かん

	 （五百六十八点）
・冷
れい

泉
ぜい

為
ため

広
ひろ

下
げ

向
こう

記
き

（自
じ

筆
ひつ

本
ぼん

）	 （五冊）
・浄
じよう

水
すい

寺
じ

碑
ひ

	 （四基）

＜考古資料の部＞
・北
ほつ

海
かい

道
どう

松
まつ

法
のり

川
がわ

北
ほく

岸
がん

遺
い

跡
せき

出
しゆつ

土
ど

品
ひん

	 （一括）
・新
にい

潟
がた

県
けん

元
もと

屋
や

敷
しき

遺
い

跡
せき

出
しゆつ

土
ど

品
ひん

	 （一括）
・土

ど

偶
ぐう

	 （一箇）
・大
おお

阪
さか

府
ふ

野
の

中
なか

古
こ

墳
ふん

出
しゆつ

土
ど

品
ひん

	 （一括）
・徳
とく

島
しま

県
けん

観
かん

音
のん

寺
じ

・敷
しき

地
じ

遺
い

跡
せき

出
しゆつ

土
ど

品
ひん

	 （一括）
・福
ふく

岡
おか

県
けん

稲
いな

童
どう

古
こ

墳
ふん

群
ぐん

出
しゆつ

土
ど

品
ひん

	 （一括）

＜歴史資料の部＞
・小

お

野
の

蘭
らん

山
ざん

関
かん

係
けい

資
し

料
りよう

	 （一括）
・過

か

所
しよ

船
せん

旗
き

（天
てん

正
しよう

九年四月 廿
にじゆう

八
はち

日）	 （一旒
りゆう

）
能
の

島
しま

村
むら

上
かみ

家
け

文
もん

書
じよ

	 （百九十九通）
・法
ほう

隆
りゆう

寺
じ

金
こん

堂
どう

壁
へき

画
が

写
しや

真
しん

原
げん

板
ぱん

	 （八十三枚）
・法
ほう

隆
りゆう

寺
じ

金
こん

堂
どう

壁
へき

画
が

写
しや

真
しん

ガラス原
げん

板
ぱん

	 （三百六十三枚）
・染
そめ

田
だ

天
てん

神
じん

講
こう

連
れん

歌
が

関
かん

係
けい

資
し

料
りよう

	 （一括）
・過

か

所
しよ

船
せん

旗
き

（天
てん

正
しよう

九年三月廿
にじゆうはち

八日）	 （一幅）
・ヱーセルテレカラフ	 （二台）
・朝
ちよう

鮮
せん

国
こく

書
しよ

	 （一通）

重要文化財　乾漆伎楽面　国

3 無形文化財の保存と活用
演劇，音楽，工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値
の高いものを「無形文化財」と呼んでいます。無形文化財は，人間の「わざ」そのものであ
り，具体的にはその「わざ」を体現・体得した個人又は団体によって表現されます。

（1）重要無形文化財の指定や保持者等の認定
文化庁では，無形文化財のうち重要なものを「重要無形文化財」に指定し，同時に，これ
らの「わざ」を高度に体現・体得している者を「保持者」又は「保持団体」として認定して
います（図表2-9-11）。保持者の認定には，重要無形文化財である芸能又は工芸技術を高
度に体現・体得している者を認定する「各個認定」（この保持者がいわゆる「人間国宝」）と，
二人以上の者が一体となって舞台を構成している芸能の場合は，その「わざ」を高度に体現
している者が構成している団体の構成員を認定する「総合認定」があります。
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また，「保持団体認定」は，重要無形文化財の性格上個人的特色が薄く，かつ，その「わ
ざ」を保持する者が多数いる場合，これらの者が主たる構成員となっている団体を認定する
ものです。

（2）保存・活用のための取組
文化庁では，重要無形文化財の各個認定の保持者に対し，「わざ」の錬磨向上と伝承者の
養成のための特別助成金を交付するとともに，重要無形文化財の総合認定保持者が構成する
団体や保持団体，地方公共団体等が行う伝承者養成事業，公開事業等を補助しています。ま
た，我が国にとって，歴史上，芸術上価値の高い重要無形文化財（工芸技術）を末永く継承
し保護していくため，保持者の作品等の無形文化財資料を購入したり，その「わざ」を映像
で記録して公開したりしています。

	図表 2-9-11	 平成27年度の重要無形文化財の指定・認定【図表●―●―●】平成 27 年度の重要無形文化財の指定・認定 
 

平成 27 年 10 月 1 日指定・認定 

○芸能の部 

・ 京
きょう

舞
まい

觀
かん

世
ぜ

三千子
み ち こ

（芸名 井上
いのうえ

八千代
や ち よ

） 

・人 形
にんぎょう

浄瑠璃
じょうるり

文楽
ぶんらく

太夫
た ゆ う

村上
むらかみ

五郎
ご ろ う

（芸名 豊竹
とよたけ

嶋
しま

大夫
た ゆ う

） 

・歌舞伎
か ぶ き

立役
たちやく

 
かた

岡
おか

孝夫
た か お

（芸名 片岡
かたおか

仁
に

左
ざ

衛門
え も ん

） 
 

○工芸技術の部 

・鍛
たん

金
きん

 大角
おおすみ

幸枝
ゆ き え

 
 

 

 

 

 

 

重要無形文化財「京舞」保持者：井上 八千代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 民俗文化財の保存と活用
衣食住，生業，信仰，年中行事等に関する風俗慣習，民俗芸能，民俗技術及びこれらに用
いられる衣服，器具，家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことので
きないものを「民俗文化財」と呼んでおり，有形のものと無形のものがあります。

（1）重要有形・無形民俗文化財の指定等
文化庁では，有形，無形の民俗文化財のうち，特に重要なものを「重要有形民俗文化財」，

「重要無形民俗文化財」に指定し，保存しています（図表 2-9-12）。また，重要有形民俗
文化財以外の有形民俗文化財のうち，保存・活用のための措置が特に必要とされるものを
「登録有形民俗文化財」に登録するとともに，重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財
のうち，特に記録作成等を行う必要があるものを「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗
文化財」に選択しています。
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（2）保存・活用のための取組
民俗文化財は，日常生活に基盤を置くものであり，近年の急激な社会構造や生活様式の変
化によって変容・衰退のおそれがあります。文化庁では，重要有形民俗文化財に指定された
衣服や器具・家屋等を保護するため，管理や修理，保存活用施設の整備等の事業を補助する
とともに，重要無形民俗文化財に関する伝承者の養成や用具等の修理・新調等の事業に対し
ても補助を行っています。また，文化庁が選択した無形の民俗文化財を対象に，特に変容・
衰滅のおそれが高いものについて，計画的に映像等による記録保存を確実に進めています。

	図表 2-9-12	 平成27年度の民俗文化財の指定

平成28年 3月 2日指定

○重要有形民俗文化財（計 1件）

・半
はん

田
だ

の酢
す

醸
じょう

造
ぞう

用
よう

具
ぐ

○重要無形民俗文化財（計 6件）
・大
おお

津
つ

祭
まつり

の曳
ひき

山
やま

行
ぎょう

事
じ

・新
しん

宮
ぐう

の速
はや

玉
たま

祭
さい

・御
お

燈
とう

祭
まつ

り
・西
さい

大
だい

寺
じ

の会
え

陽
よう

・豊
ぶ

前
ぜん

神
かぐ ら

楽
・五

ご

島
とう

神
かぐ ら

楽
・種
たね

子
が

島
しま

宝
ほう

満
まん

神
じん

社
じゃ

の御
お

田
た

植
うえ

祭
まつり

重要無形民俗文化財「五島神楽」

5 記念物の保存と活用
貝塚，古墳，都城跡，城跡，旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の
高いもの，庭園，橋梁

りょう

，峡谷，海浜，山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は鑑賞
上価値の高いもの，動物や植物，地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いものを総称し
て「記念物」と呼んでいます。

（1）史跡，名勝，天然記念物の指定等
文化庁では，記念物のうち重要なものを，遺跡は「史跡」に，名勝地は「名勝」に，動
物，植物，地質鉱物は「天然記念物」に指定し，さらに，それらのうち特に重要なものにつ
いては，「特別史跡」，「特別名勝」，「特別天然記念物」に指定しています（図表2-9-13）。
また，今日の地域開発の進展や生活様式の急激な変化に伴い，残存が困難な状況にある記
念物については登録という緩やかな手法で保護しています。登録記念物については，「遺跡
関係」，「名勝地関係」，「動物，植物及び地質鉱物関係」の三つの種別があります。

（2）保存・活用のための取組
文化庁では，歴史上，学術上価値の高い史跡等について，保存と活用を図るための事業を
行う所有者，管理団体等に対する補助を充実するとともに，地方公共団体が史跡等を公有化
する事業に対する補助を実施し，保存・整備や活用等を推進しています。
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	図表 2-9-13	 平成27年度の史跡・名勝・天然記念物の指定及び登録記念物の登録

○史跡
平成27年 9月 9日指定
旧
きゅう

造
ぞう

幣
へい

寮
りょう

平成27年10月 7日指定
旧
きゅう

新
しん

町
まち

紡
ぼう

績
せき

所
じょ

耳
みみ

取
とり

遺
い

跡
せき

加
か

越
えつ

国
くに

境
ざかい

城
しろ

跡
あと

群
ぐん

及
およ

び道
みち

切
きり

山
やま

城
じょう

跡
あと

松
まつ

根
ね

城
じょう

跡
あと

小
おは

原
ら

越
ごえ

多
た

田
だ

銀
ぎん

銅
どう

山
ざん

遺
い

跡
せき

上
かん

牧
まき

久
く

渡
ど

古
こ

墳
ふん

群
ぐん

大
おお

野
の

原
はら

古
こ

墳
ふん

群
ぐん

椀
わん

貸
かし

塚
づか

古
こ

墳
ふん

平
ひら

塚
づか

古
こ

墳
ふん

角
かく

塚
づか

古
こ

墳
ふん

平成28年 3月 1日指定
旧
きゅう

歌
うた

棄
すつ

佐
さ

藤
とう

家
け

漁
ぎょ

場
ば

舘
たて

山
やま

城
じょう

跡
あと

荻
てき

外
がい

荘
そう

（近
この

衞
え

文
ふみ

麿
まろ

旧
きゅう

宅
たく

）
江
え

戸
ど

城
じょう

石
いし

垣
がき

石
いし

丁
ちょう

場
ば

跡
あと

馬
ま

越
ごし

長
なが

火
ひ

塚
づか

古
こ

墳
ふん

群
ぐん

鰐
がく

淵
えん

寺
じ

境
けい

内
だい

甲
こう

立
たち

古
こ

墳
ふん

土
と

佐
さ

藩
はん

主
しゅ

山
やま

内
うち

家
け

墓
ぼ

所
しょ

平成28年 3月 7日
安
あん

徳
とく

大
おお

塚
つか

古
こ

墳
ふん

○史跡及び名勝
平成28年 3月 1日
西
にし

山
やま

御
ご

殿
てん

跡
あと

（西
せい

山
ざん

荘
そう

）

史跡及び名勝　西
にし

山
やま

御
ごて ん

殿跡
あと

（西
せい

山
ざん

荘
そう

）

○名勝及び天然記念物
平成28年 3月 1日指定
屏
びょう

風
ぶ

ケ
が

浦
うら

○名勝
平成27年10月 7日指定
南
みな

方
かた

曼
まん

陀
だ

羅
ら

の風
ふう

景
けい

地
ち

神
か

島
しま

鬪
とう

雞
けい

神
じん

社
じゃ

須
す

佐
さ

神
じん

社
じゃ

伊
い

作
さい

田
だ

稲
いな り

荷神
じん

社
じゃ

継
つぎ

桜
ざくら

王
おう

子
じ

高
たか

原
はら

熊
くま

野
の

神
じん

社
じゃ

奇
き

絶
ぜつ

峡
きょう

龍
りゅう

神
ぜん

山
さん

八
や

上
がみ

神
じん

社
じゃ

田
た

中
なか

神
じん

社
じゃ

九
く

龍
ろ

島
しま

金
こ

刀
と

比
ひ

羅
ら

神
じん

社
じゃ

天
てん

神
じん

崎
ざき

大
おお

歩
ぼ

危
け

アマミクヌムイ（アマミクの杜
もり

）
今
な

鬼
き

神
じん

ノカナヒヤフ（テンチジアマチジ）
及びこはおの御

う

嶽
たき

（クバの御
う

嶽
たき

）
久
く

高
だか

コハウ森
むい

（久
く

高
だか

のフボー御
う

嶽
たき

）

○天然記念物

平成27年10月 7日指定
伊
い

万
ま

里
り

湾
わん

カブトガニ繁
はん

殖
しょく

地
ち

種
たね

子
が

島
しま

阿
あ

嶽
だけ

川
がわ

のマングローブ林
りん

久
く

高
だか

島
じま

の海
かい

岸
がん

植
しょく

物
ぶつ

群
ぐん

落
らく

平成28年 3月 1日指定
古
こ

秩
ちち

父
ぶ

湾
わん

堆
たい

積
せき

層
そう

及
およ

び海
かい

棲
せい

哺
ほ

乳
にゅう

類
るい

化
か

石
せき

群
ぐん

オオヨドカワゴロモ自
じ

生
せい

地
ち

ンタナーラのサキシマスオウノキ群
ぐん

落
らく

伊
い

平
へ

屋
や

島
じま

の念
ねん

頭
とう

平
ひら

松
まつ

天然記念物　古
こ

秩
ちち

父
ぶ

湾
わん

堆
たい

積
せき

層
そう

及
およ

び
海
かい

棲
せい

哺
ほ

乳
にゅう

類
るい

化
か

石
せき

群
ぐん

○登録記念物
平成27年10月 7日登録
名勝地関係
七
しち

里
り

岩
いわ

山
さん

水
すい

園
えん

庭
てい

園
えん

御
う

神
がん

崎
ざき

平成28年 3月 1日登録
新
しん

藤
どう

氏
し

庭
てい

園
えん

十
じっ

国
こく

峠
とうげ

（日
ひ

金
がね

山
さん

）
前
まえ

垣
がき

氏
し

庭
てい

園
えん

（寿
じゅ

延
えん

庭
てい

）

登録記念物　前
まえ

垣
がき

氏
し

庭
てい

園
えん

（寿
じゅ

延
えん

庭
てい

）

6 文化的景観の保存と活用
石積みの棚田が営まれる集落，流通・往来の結節点に形成された町場，河川流域の土地利
用等，地域における人々の生活又は生業や当該地域の風土により形成された景観地で，国民
の生活又は生業の理解のため欠くことのできないものを「文化的景観」と呼んでいます。

（1）重要文化的景観の選定
文化的景観を有する都道府県又は市町村では，「景観法」に基づく景観計画・条例や文化
的景観保存計画等によって文化的景観の適切な保存・活用を図っています。このような文化
的景観のうち，文化庁では，都道府県又は市町村の申出に基づき，特に重要なものを「重要
文化的景観」として選定しています（図表2-9-14）。
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	図表 2-9-14	 平成27年度の重要文化的景観の選定

名　　　　　称 所　在　地 選定年月日

佐
さ

渡
ど

相
あい

川
かわ

の鉱
こう

山
ざん

及び鉱
こう

山
ざん

町
まち

の文
ぶん

化
か

的
てき

景
けい

観
かん

新潟県佐渡市 平成27年10月 7日

大
おお

沢
ざわ

・上
かみ

大
おお

沢
ざわ

の間
ま

垣
がき

集
しゅう

落
らく

景
けい

観
かん

石川県輪島市 平成27年10月 7日

京
きょう

都
と

岡
おか

崎
ざき

の文
ぶん

化
か

的
てき

景
けい

観
かん

京都府京都市 平成27年10月 7日

佐
さ

渡
ど

相
あい

川
かわ

の鉱
こう

山
ざん

及び鉱
こう

山
ざん

町
まち

の文
ぶん

化
か

的
てき

景
けい

観
かん

（2）保存・活用のための取組
文化庁では，地方公共団体が行う文化的景観に関する保存調査や文化的景観保存計画の策
定，地域住民が参加するワークショップ等の普及・啓発，重要文化的景観の整備等の事業を
補助しています。平成27年度は，新たに 2件の文化的景観保存計画が策定され，13件の重
要文化的景観において，重要な構成要素である家屋の修理・修景や，自然災害等によって被
害を受けた構成要素の災害復旧が行われました。

7 伝統的建造物群の保存と活用
周囲の環境と一体を成して歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値が高いもの
を「伝統的建造物群」と呼んでおり，城下町や宿場町，門前町，農山村集落などがこれに当
たります。

（1）重要伝統的建造物群保存地区の選定
伝統的建造物群を有する市町村では，伝統的建造物群やこれと一体を成して価値を形成し
ている環境を保存するために「伝統的建造物群保存地区」を定め，伝統的建造物の現状変更
の規制等を行い，歴史的集落や町並みの保存と活用を図っています。文化庁では，伝統的建
造物群保存地区のうち，市町村の申出に基づき，我が国にとってその価値が特に高いもの
を，「重要伝統的建造物群保存地区」に選定しています（図表2-9-15）。

（2）保存・活用のための取組
文化庁では，伝統的建造物群を持つ市町村が実施する伝統的建造物群の保存状況等の調査
を補助しています。また，重要伝統的建造物群保存地区において，伝統的建造物の修理，伝
統的建造物以外の建築物等の修景，伝統的建造物群と一体を成して価値を形成している環境
の復旧，防災計画を策定するための調査，防災のための施設・設備の設置，建造物や土地の
公有化等の事業を補助しています。
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	図表 2-9-15	 平成27年度の重要伝統的建造物群保存地区の選定
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山梨県甲州市 平成27年 7月 8日
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8 文化財保存技術の保護
我が国固有の文化によって生み出され，現在まで保存・継承されてきた文化財を確実に後
世へ伝えていくため，欠くことのできない文化財の修理技術・技能やこれらに用いられる材
料・道具の製作技術等を「文化財の保存技術」と呼んでいます。
文化庁では，文化財の保存技術のうち，保存の措置を講ずる必要があるものを「選定保存
技術」に選定するとともに，その技術を正しく体得している者を「保持者」として，技術の
保存のための事業を行う団体を「保存団体」として，それぞれ認定し，保護を図っていま
す。

9 埋蔵文化財の保護
「埋蔵文化財」（土地に埋蔵されている文化財）は，その土地に生きた人々の営みを示す遺
産であり，土地に刻まれた地域の歴史と文化そのものです。
このような埋蔵文化財を保護するために，「埋蔵文化財包蔵地」（全国に約46万5,000件）
として周知された土地で開発事業等を行う場合，事前にその遺跡の内容を確認するための試
掘・確認調査等を行います。そして，遺跡を現状保存するために調整を行いますが，やむを
得ず現状保存できない場合は，遺跡の記録を作成してそれを保存するための発掘調査が必要
になります（記録保存調査）。また，地域にとって重要な遺跡を積極的に現状保存するため
に，発掘調査を行う場合もあります（保存目的調査）。
現在，毎年約8,000件の発掘調査が全国で行われ，多くの成果が得られています。文化庁
では，その成果をより多くの国民に，できるだけ早く，分かりやすく伝えるために，毎年
「発掘された日本列島」展を開催しています。平成26年度に第20回を迎え，第21回となる
27年度の展覧会は，図録の体裁を一新したほか，広報の一層の強化を図っています。28年
度は，東京都江戸東京博物館，大津市歴史博物館，秋田県立博物館，高知県立歴史民俗資料
館，北九州市立自然史・歴史博物館を巡回します。
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平成27年度に実施した「発掘された日本列島2015」の主な展示品

人体文土器 馬形埴輪

� 「歴史文化基本構想」の普及・促進
近年，過疎化や少子高齢化に伴う人口減少等，文化財を育み，支えてきた地域の変化によ
り，文化財の継承が困難になってきています。こうした状況の中，地域の文化財をその周辺
環境も含めて総合的に保存・活用していくことが重要です。このため，各地方公共団体の文
化財保護に関するマスタープランとして，周辺環境も含めて文化財を総合的に保存・活用す
るために策定する「歴史文化基本構想」について，文化財の保存に限らず，文化財を総合的
に活

い

かした地域づくりにも役立つものとして，その策定を推進しています。
また，文化庁では，「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（通称：「歴
史まちづくり法」）に基づいて，市町村が策定した，地域に根ざした人々の活動と建造物が
一体となった良好な市街地の環境を維持・向上させるための計画（歴史的風致維持向上計
画）を国土交通省・農林水産省と共に認定しています。認定された市町村は，国による重点
的な支援を受けることができます。

� 古墳壁画の保存と活用
我が国では 2例しか確認されていない極彩色古墳壁画である高松塚古墳及びキトラ古墳の
両古墳壁画は，高松塚古墳近くにある「国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設」において保存修
理が行われています。
高松塚古墳壁画は，壁画修理後の当分の間は古墳の外の適切な場所において保存管理・公
開を行うことが決定されており，壁画修理後の古墳現地の扱いや壁画・石室の当分の間の保
存管理・公開の方法，場所等について検討を行っています。
キトラ古墳壁画は，国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区が平成28年秋に供用が開始さ
れる予定であることから，壁画の修理を進めるとともに，国土交通省と協力して「キトラ古
墳壁画体験館　四神の館」（キトラ古墳壁画保存管理施設）の整備を進めています。なお，
古墳の整備工事は27年度中に完了しました。
また，壁画の保存対策事業について理解を促進するため，国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設
において20年度から毎年度，修理作業室を公開しています。27年度は10月から11月（9日間）
に実施し，3,405人の参加がありました。奈良文化財研究所飛鳥資料館においては，10月から
11月（52日間）に特別展「キトラ古墳と天の科学」を開催し，1万2,862人の来館がありました。
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� 世界遺産と無形文化遺産
（1）世界遺産
世界遺産条約（世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約）は，顕著な普遍的価値

を持つ文化遺産・自然遺産を，人類全体のための世界の遺産として損傷・破壊等の脅威から保
護することを目的として，1972（昭和47）年に採択されました。我が国は平成 4年に条約を締
結し，28年 3月末現在，191か国が締結しています。また，我が国は，23年11月から世界遺産
委員会（21か国で構成）の委員国を務めていましたが，27年11月にその任期を終えました。
毎年 1回開催される世界遺産委員会においては，締約国からの推薦や諮問機関の評価等に
基づいて審議が行われ，顕著な普遍的価値を持つと認められる文化遺産・自然遺産・複合遺
産が世界遺産一覧表に記載されます。2016（平成28）年 3月末現在で1,031件の遺産（文化
遺産802件，自然遺産197件，複合遺産32件）が記載されています。
2015（平成27）年 7月，「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼，造船，石炭産業」が，
世界遺産委員会での審議を経て，我が国で19番目の世界遺産として認められました（図表
2-9-16）。現在，「国立西洋美術館」（「ル・コルビュジエの建築作品」）及び「『神宿る島』
宗像・沖ノ島と関連遺産群」を世界遺産として推薦しています。「国立西洋美術館」（「ル・
コルビュジエの建築作品」）は，28年 5 月に世界遺産委員会の諮問機関であるイコモス＊3か
ら，世界遺産への登録が適当との勧告がなされ，同年 7月に開催される世界遺産委員会にお
いて登録の可否が決定される予定です。また，「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」
は，29年夏頃の世界遺産委員会で登録の可否が決定される予定です。
なお，「国立西洋美術館」（「ル・コルビュジエの建築作品」）と併せて推薦を行っていた「長
崎の教会群とキリスト教関連遺産」は，イコモスから推薦内容の見直しを求める指摘を受け，
平成28年 2月に推薦の取下げを行いました。
	図表 2-9-16	 我が国の世界遺産一覧

記載物件名 所在地 記載年 区分
① 法隆寺地域の仏教建造物 奈良県 平成 5年 文化
② 姫路城 兵庫県 平成 5年 文化
③ 屋久島 鹿児島県 平成 5年 自然
④ 白神山地 青森県・秋田県 平成 5年 自然
⑤ 古都京都の文化財（京都市，宇治市，大津市） 京都府・滋賀県 平成 6年 文化
⑥ 白川郷・五箇山の合掌造り集落 岐阜県・富山県 平成 7年 文化
⑦ 原爆ドーム 広島県 平成 8年 文化
⑧ 厳島神社 広島県 平成 8年 文化
⑨ 古都奈良の文化財 奈良県 平成10年 文化
⑩ 日光の社寺 栃木県 平成11年 文化
⑪ 琉球王国のグスク及び関連遺産群 沖縄県 平成12年 文化
⑫ 紀伊山地の霊場と参詣道 三重県・奈良県・和歌山県 平成16年 文化
⑬ 知床 北海道 平成17年 自然
⑭ 石見銀山遺跡その文化的景観 島根県 平成19年 文化
⑮ 小笠原諸島 東京都 平成23年 自然
⑯ 平泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群― 岩手県 平成23年 文化
⑰ 富士山―信仰の対象と芸術の源泉 山梨県・静岡県 平成25年 文化
⑱ 富岡製糸場と絹産業遺産群 群馬県 平成26年 文化

⑲ 明治日本の産業革命遺産	製鉄・製鋼，造船，石炭産業
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本
県・鹿児島県・山口県・岩手
県・静岡県

平成27年 文化

＊3�イコモス（国際記念物遺跡会議：International�Council�on�Monuments�and�Sites）：1964年に設立された文化財の保存，修復，
再生などを行う国際非政府間組織（NGO）。
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（2）無形文化遺産の保護に関する取組
世界各地において，生活様式の変化など社会の変容に伴って，多くの無形文化遺産が衰退
や消滅の危機にさらされる中で，2003（平成15）年のユネスコ総会において，「無形文化遺
産の保護に関する条約」が採択され，2006（平成18）年 4月20日に発効しました。我が国
は，2004（平成16）年に 3番目の締約国となり，2016（平成28）年 3月末現在で166か国が
締結しています。この条約では，無形文化遺産を保護することを目的として，「人類の無形
文化遺産の代表的な一覧表（代表一覧表）」への記載，無形文化遺産の保護のための国際的
な協力及び援助体制の確立，締約国が取るべき必要な措置等について規定されています。
2014（平成26）年11月，ユネスコ本部において政府間委員会が開催され，我が国の「和

紙：日本の手漉
すき

和紙技術」が「代表一覧表」に記載されました。2016（平成28）年 3月現在，
我が国からは22件が「代表一覧表」に記載されています（図表2-9-17）。27年 3月には「代
表一覧表」への記載に向けて，ユネスコに「山・鉾

ほこ

・屋台行事」を再提案しました。2016（平
成28）年11月の政府間委員会で「代表一覧表」への掲載の可否について審議される予定です。
同案件は，26年 3月にユネスコへ提案しましたが，審査可能件数を上回る提案があったため，
記載件数が少ない国を優先し，我が国の審査が 1年先送りになっていたものです。
また，平成28年 3 月にはユネスコに「来訪神：仮面・仮装の神々」を提案し，2018（平
成30）年秋の政府間委員会で審議される予定です。

	図表 2-9-17	 「代表一覧表」に記載されている我が国の無形文化遺産

名　　称 記載年 名　　称 記載年
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� 日本遺産の魅力発信
文化庁では，地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを

「日本遺産」に認定する仕組みを平成27年度に創設しました。
日本遺産審査委員会の審査を経て平成27年 4 月に18件，28年 4 月に19件を認定し，認定
された地域に対しては，①情報発信・人材育成，②普及啓発，③公開活用のための整備等に
対して必要な財政支援を行い，地域活性化を図ることとしています。（図表2-9-18）
また，日本遺産を国内外へ発信するため，平成27年 6 月には東京国立博物館で「日本遺
産フォーラム」（466名が参加），11月にはパリ日本文化会館で「日本遺産展」（1,042名が参
加）を開催し，認定地方公共団体によるブース出展や，体験イベント等を実施しました。
今後とも，2020年までに全国各地に日本遺産を100件程度認定することができるよう，取
組を更に拡充・強化するとともに，「日本遺産」を通じた地域の活性化や，日本文化の国内
外への戦略的な発信に積極的に取り組むこととしています。
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	図表 2-9-18	 平成28年度「日本遺産（Japan	Heritage）」認定一覧

No 都道府県 ストーリーのタイトル
1 宮城県 政宗が育んだ“伊達”な文化

2 山形県 自然と信仰が息づく『生まれかわりの旅』
～樹齢300年を超える杉並木につつまれた2,446段の石段から始まる出羽三山～

3 福島県 会津の三十三観音めぐり～巡礼を通して観た往時の会津の文化～
4 福島県 未来を拓いた「一本の水路」－大久保利通“最期の夢”と開拓者の軌跡	郡山・猪苗代－

5 千葉県 「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」
─佐倉・成田・佐原・銚子：百万都市江戸を支えた江戸近郊の四つの代表的町並み群─

6 神奈川県 江戸庶民の信仰と行楽の地～巨大な木太刀を担いで「大山詣り」～
7 神奈川県 「いざ，鎌倉」～歴史と文化が描くモザイク画のまちへ～
8 新潟県 「なんだ，コレは！」信濃川流域の火焔型土器と雪国の文化
9 石川県 『珠玉と歩む物語』小松～時の流れの中で磨き上げた石の文化～
10 長野県 木曽路はすべて山の中～山を守り	山に生きる～
11 岐阜県 飛騨匠の技・こころ―木とともに，今に引き継ぐ1300年―
12 兵庫県 『古事記』の冒頭を飾る「国生みの島・淡路」～古代国家を支えた海人の営み～
13 奈良県 森に育まれ，森を育んだ人々の暮らしとこころ～美林連なる造林発祥の地“吉野”～
14 和歌山県 鯨とともに生きる
15 鳥取県 地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市
16 島根県 出雲國たたら風土記～鉄づくり千年が生んだ物語～
17 広島県・神奈川県・長崎県・京都府 鎮守府	横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～

18 愛媛県・広島県 “日本最大の海賊”の本拠地：芸予諸島
－よみがえる村上海賊“Murakami	KAIZOKU”の記憶－

19 佐賀県・長崎県 日本磁器のふるさと	肥前～百花繚乱のやきもの散歩～

	 第 6 節	 	美術館・歴史博物館・劇場等の振興
1 美術館・歴史博物館・劇場等の振興
文化庁では，美術館・歴史博物館が，地域住民の文化芸術活動・学習活動の場として積極
的に活用され，国内外の発信拠点としての機能が充実するよう様々な支援や人材養成等を
行っています。
「地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業」では，美術館・歴史博物館を主体とし，
地域に存する文化財の活用，観光振興，多言語化による国際発信，国際交流，地域へのアウ
トリーチ活動，人材育成等，美術館・歴史博物館を活用・強化する取組を支援しています。
また，公私立の美術館・歴史博物館の学芸員等の専門的な知識や技術を向上させ，美術
館・歴史博物館活動の充実を図るため，国立美術館・国立博物館等の協力を得て，企画展示
セミナーなど様々な研修会や講習会等を実施しています。さらに，美術館等の管理・運営や
教育普及等を担う専門職員の資質向上を図るため，ミュージアム・マネジメント研修や
ミュージアム・エデュケーター研修を実施しています。

2 美術品補償制度の導入等
「展覧会における美術品損害の補償に関する法律」に基づいて，展覧会のために海外等か
ら借り受けた美術品に損害が生じた場合にその損害を政府が補償する「美術品補償制度」が
設けられています。この制度の創設以来，平成28年 3 月末現在で23件（27年度は 5件）の
展覧会が美術品補償制度の対象になっています。美術品補償制度によって，展覧会の主催者
の保険料負担が軽減され，広く全国で優れた展覧会が安定的・継続的に開催されることが期
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待されています。
また，「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律」によって，従来は強
制執行等の禁止措置が担保されていないために借り受けることが困難であった海外の美術品
等を公開する展覧会の開催が可能となっています。平成27年度は12件の展覧会で公開する
ために借り受けた美術品等を指定しました。

3 登録美術品制度
「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に基づいて，優れた美術品の美術館
や博物館における公開を促進する「登録美術品制度」が設けられています。この制度は，優
れた美術品について，個人や企業等の所有者からの申請に基づき，専門家の意見を参考にし
て文化庁長官が登録するものです。登録された美術品は，所有者と美術館の設置者との間で
結ばれる登録美術品公開契約に基づき，当該美術館において 5年以上の期間にわたって計画
的に公開・保管されます。また，登録美術品については，相続税の物納の特例措置＊4が設け
られています。平成28年 3 月末現在までに，69件（8,379点）の美術品が登録美術品として
登録されています。

4 国立美術館
国立の美術館として，東京国立近代美術館，京都国立近代美術館，国立西洋美術館，国立
国際美術館，国立新美術館が設置されています。各国立美術館では，それぞれの特色を生か
しつつ，5館が連携・協力して，美術作品の収集・展示，教育普及活動やこれらに関する調
査研究を行うとともに，我が国の美術振興の拠点として，国内外の研究者との交流，学芸員
の資質向上のための研修，公私立美術館に対する助言，地方における巡回展などを行ってい
ます＊5（図表2-9-19）。
各国立美術館は，定期的に企画展を開催しています。平成27年度においては，「No�

Museum,�No�Life？―これからの美術館事典�国立美術館コレクションによる展覧会」（東京
国立近代美術館），「琳派400年記念『琳派イメージ』展」（京都国立近代美術館），「ボルドー
展―美と陶酔の都へ」（国立西洋美術館），「クレオパトラとエジプトの王妃展」（国立国際美
術館），「ニキ・ド・サンファル展」（国立新美術館）などを開催しました。東京国立近代美
術館フィルムセンターでは，「第37回映画俳優�志村喬」の上映などを行いました。
また，美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修を実施したり，国立国会図書
館や国立情報学研究所などと連携して美術情報を多元的に発信したりしています。

＊4�相続税の物納の特例措置：相続税の物納が認められる優先順位を国債や不動産などと同じ第一位とするもの。物納された美術
品は，それまで公開契約を結んでいた美術館に無償で貸与され，引き続き美術館での保管・公開が可能となる。これまでに 2
件の美術品が物納されている。

＊5� 参照：http://www.artmuseums.go.jp/
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	図表 2-9-19	 国立美術館

東京国立近代美術館

近・現代美術に関する作品その他の資料を収集・保管・展示し，関連する調査
研究や事業を行っています。本館のほか，工芸館，フィルムセンターを設置して
います。フィルムセンターは，我が国における映画文化の中枢となる総合的な
フィルム・アーカイブ（映画フィルムと関連資料を文化財として収集・保存する
機関）を目指しています。

【所在地：東京都千代田区】

京都国立近代美術館

近・現代美術，特に関西を中心とした西日本の作品に重点を置きつつも，写
真・デザイン・ファッションや建築等その他の資料も視野に入れながら，収集・
保管・展示事業を展開し，関連する調査研究や事業を行っています。

【所在地：京都市左京区】

国立西洋美術館

昭和30年10月8日に日本政府とフランス政府との間に成立した合意に基づき，
フランス政府から日本政府に寄贈返還された松方コレクション（主にフランスの
絵画・彫刻）を基礎とした展覧事業を中心に，西洋美術に関する作品や資料の収
集，調査研究，修復保存，教育普及，出版物の刊行などを行っています。

【所在地：東京都台東区】

国立国際美術館
日本美術の発展と世界の美術との関連を明らかにするために必要な美術作品，
その他の資料のうち，現代美術（主に昭和20年以降）を重点的に収集し，日本
と世界の現代美術の動向を分かりやすく展示するとともに，これらに関連する調
査研究や事業を行っています。

【所在地：大阪市北区】

国立新美術館
我が国の美術創造活動の活性化のため，全国的な活動を行っている美術団体な
どに展覧会の会場を提供するとともに，新しい美術の動向を紹介することなどを
通じて，美術に関する新たな創造活動の展開やアーティストの育成などを支援し
ています。また，美術に関する情報の収集・提供や教育普及活動を展開し，関連
する調査研究を行っています。

【所在地：東京都港区】

5 国立文化財機構
国立文化財機構は，東京国立博物館，京都国立博物館，奈良国立博物館，九州国立博物館
の 4博物館を設置し，有形文化財を収集・保管して広く観覧に供するとともに，東京文化財
研究所，奈良文化財研究所，アジア太平洋無形文化遺産研究センターを加えた 7施設におい
て調査・研究などを行うことにより，貴重な国民的財産である文化財の保存と活用を図るこ
とを目的としています＊6（図表2-9-20）。

＊6� 参照：http://www.nich.go.jp
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	図表 2-9-20	 国立文化財機構

東京国立博物館
我が国の人文系の総合的な博物館として，日本を中心に広くアジア諸地域にわ
たる有形文化財について，収集，保存，管理，展示，調査研究，教育普及事業等
を行うとともに，資料館において，創設以来収集・保管してきた写真，図書等の
学術資料を，研究者を中心に広く公開しています。

【所在地：東京都台東区】

京都国立博物館
京都に都が置かれた平安時代から江戸時代の京都文化を中心とした文化財につ
いて，収集，保存，管理，展示，調査研究，教育普及事業等を行うとともに，文
化財保存修理所において，文化財の保存修理，模写・模造や修復文化財に関する
資料収集，調査研究を実施しています。

【所在地：京都市東山区】

奈良国立博物館
仏教美術及び奈良を中心とした文化財について，収集，保存，管理，展示，調
査研究，教育普及事業等を行うとともに，文化財保存修理所において，伝統的技
術と人文科学・科学技術を融合した保存修復を実施しています。

【所在地：奈良県奈良市】

九州国立博物館
「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」博物館として，日本とアジア
諸地域との文化交流を中心とした文化財の収集，保存，管理，展示，調査研究，
教育普及事業等を行うとともに，文化財保存修復施設において，伝統的技術と人
文科学・科学技術を融合した保存修復を実施しています。

【所在地：福岡県太宰府市】

カトマンズ・ハヌマンドカ王宮	
アガンチェン寺での被災状況調査

東京文化財研究所
基礎的なものから先端的・実践的なものまで多様な手法によって我が国の文化
財の研究を行うとともに，その成果の積極的な公表・活用を図り，保存科学・修
復技術に関する我が国の拠点としての役割を果たしています。また，世界の文化
財保護に関する国際的な研究交流等を実施し，文化財保護における国際協力の拠
点としての役割を担っています。

【所在地：東京都台東区】

西トップ遺跡南祠堂の調査修復事業

奈良文化財研究所
遺跡・建造物・庭園等の土地と結び付いた文化財や，南都諸大寺及び近畿周辺
を中心とした古社寺等における文化財の保存・活用を図るための発掘，調査研究
を行うとともに，全国各地の発掘調査，建造物修理等に対する協力・助言等を
行っています。また，アジア諸地域の遺跡・建造物等の文化財に関する国際的な
研究支援や保護事業への協力等を実施しています。

【所在地：奈良県奈良市】

研究者及び継承者による	
富山県高岡市武蔵川工房での視察の様子

アジア太平洋無形文化遺産研究センター
アジア太平洋地域における無形文化遺産の保護のための調査研究拠点として，
当該地域における危機に瀕（ひん）した無形文化遺産の保護に向けた現地調査や，
この分野で活躍する当該地域の研究機関や研究者についての総合的な情報収集を
行っています。また，大阪府堺市と連携協力しながら国際的な文化交流に向けた
事業の実施も展開しています。

【所在地：大阪府堺市】
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各博物館では，現在，国宝・重要文化財を含めて約12万件の文化財を所蔵しています。
これらの文化財を活用し，平常展，企画展などを通じて日本の歴史・伝統文化や東洋文化の
魅力を国内外に発信する拠点としての役割も担っています。
平成27年度においては，「鳥獣戯画－京都�高山寺の至宝－」（東京国立博物館），「琳派　
京を彩る」（京都国立博物館），開館120年記念特別展「白鳳－花ひらく仏教美術－」（奈良国
立博物館），「美の国�日本」（九州国立博物館）などの特別展を開催しました。
東京文化財研究所では，日本・東洋の美術・芸能等の文化財に関する調査研究や文化財の
保存に関する科学的な調査，修復材料・技術の開発に関する研究を行っています。また，海
外の博物館・美術館が所蔵する日本古美術品の修復協力，ミャンマー等アジア諸国を中心と
した文化財保存修復協力，ネパールにおける復興支援など，国際交流も進めています。
奈良文化財研究所では，遺跡，建造物，歴史資料などの調査研究や平城宮跡，飛鳥・藤原
宮跡の発掘調査などを進めています。全国各地の発掘調査などに対する指導・助言や発掘調
査を行う専門職員などに対する研修も行っています。
平成23年10月に日本政府とユネスコの協定に基づき設置されたアジア太平洋無形文化遺
産研究センターでは，アジア太平洋地域における無形文化遺産保護を強化する拠点の一つと
して様々な活動を行っています。
なお，国立文化財機構は東日本大震災等における文化財レスキュー事業等の経験を踏ま
え，大規模災害に対応した文化財等の救出・救援体制を確保するため，機構内に設置した
「文化財防災ネットワーク推進本部」において，今後起こり得る大規模災害に当たって機構
が果たすべき文化財の防災・救援業務に係る研究や文化財等の防災に関する各種団体との
ネットワーク構築等を進めています。

6 日本芸術文化振興会
（1）伝統芸能の保存・振興
我が国の伝統芸能の振興の拠点として，国立劇場，国立演芸場，国立能楽堂，国立文楽劇
場，国立劇場おきなわが設置されています。日本芸術文化振興会は，これらの 5館を通し
て，歌舞伎，文楽，舞踊，邦楽，大衆芸能，能楽，組踊などの伝統芸能の公開や伝承者の養
成，伝統芸能に関する調査研究・資料の収集及び活用，劇場施設の貸与などの事業を行って
います（図表2-9-21）。
平成27年度は，公演事業として，5館で計184公演（1,033回）を実施しました。歌舞伎で

は，物語の展開を理解しやすいように筋を通した「通し狂言」の上演に努めており，100年
ぶりの復活となる「由

ゆ

良
ら

兵
ひょう

庫
ご

之
の

助
すけ

新
しんやしき

邸」等を含む「通し狂言　神
しんれいやぐちのわたし

霊矢口渡」などの上演を
行いました（国立劇場）。文楽では新作にも取り組み，英国の民話「ジャックと豆の木」を
題材にした，「ふしぎな豆の木」を制作し上演しました（国立文楽劇場）。能楽では，特別企
画公演「復興と文化　特別編　老女の祈り」において，東日本大震災から 5年を機に被災地
の宮城県名取市を舞台とした能「名

な

取
とり

ノ老
ろう

女
じょ

」を約550年ぶりに復曲上演しました（国立能
楽堂）。
また，外国人を対象とした「DiscoverKABUKI―外国人のための歌舞伎鑑賞教室―『壺

つぼ

坂
さか

霊
れい

験
げん

記
き

』」を上演しました。伝承者養成事業では，平成28年 3 月現在，歌舞伎俳優 9名，
歌舞伎音楽（竹本）2名，歌舞伎音楽（鳴物）1名，歌舞伎音楽（長唄）1名，大衆芸能寄
席囃子 6名，能楽 2名，文楽 3名，組踊10名がそれぞれ研修中です。
また，伝統芸能に関する調査研究を継続的に実施しているほか，各館において展示や各種
講座などを実施し，伝統芸能に関する理解促進と普及に努めています。
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（2）現代舞台芸術の振興・普及
我が国の現代舞台芸術の振興の拠点として，新国立劇場が設置されています。日本芸術文
化振興会は，新国立劇場を通して，オペラ，バレエ，現代舞踊，演劇等の公演の実施や，実
演家等の研修，現代舞台芸術に関する調査研究・資料の収集及び活用，劇場施設の貸与等を
行っています＊7（図表2-9-21）。
平成27年度は，公演事業としてオペラ「ラインの黄金」，バレエ「ホフマン物語」，現代
舞踊森山開次「サーカス」，演劇「パッション」などの新制作に取り組み，計30公演（271
回）を実施しました。実演家研修事業では，28年 3 月現在，オペラ15名，バレエ11名，演
劇30名がそれぞれ研修中です。
また，新国立劇場や新国立劇場舞台美術センター資料館において展示や各種講座などを実
施し，現代舞台芸術の理解促進と普及に努めています。

＊7� 参照：http://www.nntt.jac.go.jp/
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	図表 2-9-21	 日本芸術文化振興会

国立劇場
我が国の伝統芸能の保存と振興を図ることを目的として，歌舞伎・文楽・舞
踊・邦楽・雅楽・声明・民俗芸能等の公演を行っています。また，歌舞伎俳優・
歌舞伎音楽・大衆芸能の伝承者の養成，伝統芸能に関する調査研究・資料収集な
どの事業を実施しています。敷地内に伝統芸能の普及に資するための伝統芸能情
報館を併設しています。

【所在地：東京都千代田区】

国立演芸場
大衆芸能の保存と振興を図ることを目的として，落語・講談・浪曲・漫才・奇
術・曲芸などの公演を行っています。施設内の展示室では，演芸に関する資料を
展示しています。

【所在地：東京都千代田区】

国立能楽堂
能楽の保存と振興を図ることを目的として，能と狂言の公演を行っています。
また，能楽の伝承者（ワキ方・囃

はや

子
し

方・狂言方）の養成，能楽に関する調査研
究・資料収集などの事業を行っています。

【所在地：東京都渋谷区】

国立文楽劇場
人形浄瑠璃文楽を中心に上方芸能の保存と振興を図ることを目的として，文
楽・舞踊・邦楽・大衆芸能・特別企画などの公演を行っています。また，文楽技
芸員（大夫・三味線・人形遣い）の養成，文楽等に関する調査研究・資料収集な
どの事業を行っています。

【所在地：大阪市中央区】

国立劇場おきなわ
組踊・琉球舞踊・琉球音楽などの公演事業を通じ，広く沖縄の伝統芸能を鑑賞
する機会を提供するとともに，沖縄の芸能に影響を与えた本土の芸能，アジア・
太平洋地域の芸能を紹介しています。また，組踊の伝承者（立方・地方）の養成，
沖縄伝統芸能に関する調査研究・資料収集などの事業を行っています。

【所在地：沖縄県浦添市】

新国立劇場
オペラ劇場・中劇場・小劇場の三つの劇場を備え，オペラ・バレエ・現代舞
踊・演劇等の現代舞台芸術の公演を行っています。また，次代を担うオペラ歌
手・バレエダンサー・俳優などを育成するための研修や，現代舞台芸術に関する
調査研究・資料収集などの事業を行っています。

【所在地：東京都渋谷区】
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	 第 7 節	 	国際文化交流を通じた日本文化の	
発信と国際協力への取組

1 国際文化交流の総合的な推進
（1）文化関係の国際的なフォーラムの開催・参加
①日中韓文化大臣会合
日中韓文化大臣会合は，文化交流・協力の強化に向けた方策等について，日中韓 3か国の
文化担当大臣が意見交換を行うものです。平成27年12月に中国の青島市で開催された第 7
回会合では，「青島行動プログラム」を採択し，27年から29年の 3年間の日中韓 3か国にお
ける文化交流・協力の方向性を確認しました。
これまでの会合での合意に基づき，「東アジア文化都市」，「日中韓芸術祭」，「日中韓文化
芸術教育フォーラム」などの 3か国共同事業を実施しています。
②ASEAN+3文化大臣会合
ASEAN+3 文化大臣会合は，東南アジア諸国連合（ASEAN）の10か国と日中韓 3か国
の文化担当大臣が，ASEAN統合の深化に向けて文化分野における協力について意見交換を
行うものです。平成26年 4 月にベトナムで開催された第 6回会合では，日本の提案により，
初めての「日ASEAN文化大臣会合」が同時開催されました。
この会合における日本からの提案を踏まえ，映画・アニメーションなど我が国が強みを持
つ文化分野の専門人材をASEAN諸国に派遣することにより人材育成支援等を行っています。

（2）文化芸術活動を行う者の国際的な交流
①文化交流使の派遣
世界の人々の日本文化への理解の深化や日本と外国の文化人等のネットワーク形成・強化
を目的として，芸術家，文化人など文化芸術に携わる人々を一定期間「文化交流使」として
指名し，海外に派遣しています。文化交流使は，海外で実演，実技指導，講演，講義，上
映，展示，共同制作，情報交換などを行っています。平成27年度は，7人を新たに指名し，
能，コンテンポラリーダンス，写真，和食，津軽三味線といった様々な分野で活躍中の文化
人・芸術家が活動を行いました。また，日中韓文化大臣会合＊8における合意を踏まえて26
年度から中国及び韓国との間で実施している「東アジア文化交流使」についても，27年度
に，新たに指名された 3人が，両国において公演や実技指導，共同制作などを行いました。
②ハイレベル文化人専門家の招へい
文化庁では，外国のハイレベルの文化人，芸術家や文化財専門家などを招へいし，我が国
関係者との意見交換などを実施しています。平成27年度は，ベトナム，イタリア，中国，
オランダ，英国の 5か国から 5人の専門家を招へいしました。

（3）東アジア諸国や国際交流年に設定された国々等との交流
①東アジア文化都市
東アジア文化都市は，日中韓3か国から1都市ずつを選定し，都市間交流を行いながら，各都

市において現代の芸術文化や伝統文化，多彩な生活文化に関する様々な文化芸術イベント等を実
施する文化事業であり，平成26年から開始しました。日本における東アジア文化都市として，26年

＊8� 参照：第 2部第 9章第 7節1（1）①
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は神奈川県横浜市が，27年は新潟県新潟市が，28年は奈良県奈良市がそれぞれ選ばれています。
②「国際交流年」における大型文化事業の開催
文化，教育，スポーツなど幅広い分野で官民を通じた交流事業を開催・実施することに
よって諸外国との友好と相互理解を深めるため，多くの国・地域との「国際交流年」が設定
されています。平成27年は「日韓国交正常化50周年」，「日ブラジル外交関係樹立120周年」
などに当たり，文化庁では様々な事業を主催・支援しました。
③文化芸術の海外発信拠点形成事業
文化庁では，日本各地に文化芸術創造と国際的発信の拠点形成を推進するため，異文化交
流の担い手となる外国人芸術家の積極的受入れや，国際的な文化芸術創造といった各地域に
おいて取り組まれている特色ある国際文化交流事業（アーティスト・イン・レジデンス）を
支援しています。平成27年度は，24件の団体に対して支援を行いました。

2 芸術文化の国際交流の推進
芸術文化の国際交流の推進は，我が国の芸術文化水準の向上を図るとともに我が国に対す
るイメージの向上や諸外国との相互理解の促進に貢献するものです。文化庁では，芸術文化
の国際交流を推進するため，芸術団体が海外公演を行ったり，有名な国際芸術祭に参加した
り，海外映画祭等に出品したりする取組を支援しています。

3 文化財国際交流・協力の推進
文化庁では，文化芸術振興基本法や第 4次基本方針などを踏まえ，世界に誇ることができ
る芸術を創造し，これを国内外に発信するとともに，文化芸術の国際交流・文化遺産の保護
における国際協力などを推進しています。

（1）文化遺産の保護における国際協力
「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」を踏まえ，文化遺産国
際協力コンソーシアムの下で，文化庁，外務省，大学・研究機関，民間助成団体等が一体と
なって連携協力し，文化遺産の保護における国際協力を効果的かつ効率的に推進していま
す。具体的には，国内の各研究機関等とネットワークを構築して，文化遺産国際協力に関す
る調査研究や普及啓発などを行っています。

（2）国際社会からの要請等に基づく国際支援
文化庁では，文化遺産国際協力コンソーシアム，外務省や国際交流基金その他の関係機関
との協力の下で，文化遺産の保護における国際貢献事業として，①緊急的文化財国際事業，
②文化遺産国際協力拠点交流事業を実施しています。
①緊急的文化財国際事業
平成16年度から，紛争や自然災害によって被災した文化遺産について関係国や機関から
の要請等に応じ，我が国の専門家の派遣や相手国の専門家の招へいを行うなど緊急対応の専
門家交流事業を実施しています。27年度は，ネパールにおける文化遺産被災状況調査と，
ベイルート（レバノン）での国際シリア考古学文化遺産会議を実施しました。
②文化遺産国際協力拠点交流事業
平成19年度から，海外の国や地域において文化遺産の保護に重要な役割を果たす機関等と

の交流や協力を行う拠点交流事業を実施し，現地で文化遺産の保護に携わる人材の養成に取
り組んでいます。27年度からは，ブータンの無形文化遺産の法制度整備に関する拠点交流事
業や，ミャンマーの文化遺産のデジタル保存展示に関する拠点交流事業を実施しました。
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（3）二国間取り決め等による国際交流・協力
①日本古美術海外展
平成27年 2 月から 5月までフィラデルフィア美術館（米国・フィラデルフィア）おいて
日本古美術海外展「狩野派」展を開催するとともに，27年10月から28年 2 月にかけては，
ミュージアム・アーツ・アンド・デザイン（米国・ニューヨーク）において，「日本の工芸
未来派」展を開催しました。「狩野派」展では，国宝，重要文化財等を含む狩野派の絵画を
展示しました。また，「日本の工芸未来派」展では，陶器・磁器・漆芸・人形などの工芸作
家からなる現代工芸作品を展示しました。

写真左：フィラデルフィア美術館（米国・フィラデルフィア）日本古美術海外展「狩野派」展
写真右：ミュージアム・アーツ・アンド・デザイン（米国・ニューヨーク）海外展「日本の工芸未来派」展

②アジア諸国への文化財の保存修復協力
文化庁では，アジア諸国に文化庁の調査官等を派遣して，歴史的建造物の共同調査や保存
修復についての技術協力を行っています。また，アジア諸国の文化財の専門家や行政官を招
へいして，技術協力に関する協議や研修を行うなど文化財建造物の保存修復分野における研
究交流，人材育成を推進しています。
③イタリアとの交流・協力
我が国は，文化財の保存修復や国際協力の分野で長年の経験を有するイタリアと日伊文化
遺産国際協力に関する覚書を締結して，積極的な交流を行っています。平成20年度から壁
画の保存修復と活用の調和に関する協力や，文化的景観と歴史的街区の保護に関する協力等
の共同プロジェクトが進行しています。
④イクロムとの連携協力
我が国は，国際機関である文化財保存修復研究国際センター（ICCROM：イクロム）に
加盟し，分担金の拠出や国際的な研究事業等への協力を行っています。文化庁では，平成
12年度から文化庁の調査官を派遣し，連携の強化を図っています。

（4）文化財の不法な輸出入等の規制
我が国では，不法な文化財取引を防止し，各国の文化財を不法な輸出入等の危険から保護
するため，平成14年に「文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する
手段に関する条約」を締結し，「文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律」を制定し
ました。この法律では，外国の博物館等から盗取された文化財の輸入を禁止しており，盗難
被害にあった者は，民法で認められている代価弁償を条件として，特例として回復請求期間
が10年間に延長されています。
平成27年10月には，経済産業省告示第199号を受け，「シリアにおいて不法に取得された
文化財の輸入における取扱いについて」（平成27年10月 5 日文化庁文化財部長通知）を発出
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しました。これにより，既に輸入規制の対象となっているイラクから不法に持ち出された文
化財等に加え，シリアにおいて不法に取得された文化財についても，輸入規制の対象とな
り，原則輸入の承認が行われないことになりました。

（5）武力紛争の際の文化財の保護
我が国では，武力紛争時における文化財を保護するため，「武力紛争の際の文化財の保護
に関する条約」と「武力紛争の際の文化財の保護に関する法律」等に基づいて，武力紛争時
に他国に占領された地域（被占領地域）から流出した文化財の輸入が規制されています。
また，武力紛争時において戦闘行為として文化財を損壊する行為や，文化財を軍事目的に
利用する行為等が罰則の対象となっています。

	 第 8 節	 	社会の変化に対応した国語施策の推進
国語は，国民の生活に密接に関係し，我が国の文化の基盤になるものです。文化庁では，
時代の変化や社会の進展に伴って生じる国語に関する諸問題に対応して，より適切な国語の
在り方を検討しながら，その改善のために必要な施策を実施しています。

1 常用漢字表に関する手当て等の検討
「常用漢字表」（平成22年11月30日内閣告示）は，文化審議会「改定常用漢字表（答申）」
（22年 6 月 7 日）を踏まえて定められています。文化庁では，常用漢字表を活用し，社会に
おける漢字使用をより適切なものにしていくための検討を行っています。26年度からは，
文化審議会国語分科会において「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の
作成について審議し，28年 2 月に「常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」を取り
まとめました。この指針では，「常用漢字表」の「（付）字体についての解説」の内容を取り
上げ，印刷文字と手書き文字における表現の違いや，筆写の楷書ではいろいろな書き方があ
るものなどについて，Q＆A方式の説明や字形比較表等によって，具体的に分かりやすく解
説しています（図表2-9-22）。

	図表 2-9-22	 Q＆A「令」や「鈴」を手書きの楷書でどう書くか

Q42　ある金融機関の窓口で書類に記入する際に「令」を小学校で習った形（「 」）で書いたら，明朝体と同じ形に書き直すように言
われました。そうする必要があったのでしょうか。また，「鈴」，「冷」，「齢」といったほかの常用漢字や「伶」，「怜」，「玲」などの表外
漢字の場合も同じように考えていいのでしょうか。

A　本来であれば，書き直す必要のないものです。印刷文字に見慣れてしまったため，手書きでは「 」と書く習慣があることが理解
されにくくなっているのでしょう。

「字体についての解説」にもこの書き方が例示されています。これは，手書き文字の字形と印刷文字の字形のそれぞれの習慣に基づく
字形の相違であり，別の字ではありません。

令―
手書きの楷書によく見られる「 」と明朝体の「令」との間には字形の差があるものの，同じ字体であるとみなされてきました。なお，

「 」のように手書きしてもかまいません。
また，質問のとおり，小学校ではこの漢字を「令」の字形で学習しています。その字形が社会で通用しない場合があるというのは，情
報機器の普及等によって印刷された文字を見る機会の方が多くなっているからであろうと考えられます。本来，印刷文字の形のとおりに
手書きする必要はなく，このことは，社会全体で共有される必要があります。
「令」に限らず，この形が漢字の一部になっているほかの常用漢字「領」，「鈴」，「冷」，「齢」などでも同様ですし，「伶」，「怜」，「玲」
などの表外漢字についても同じように考えることができるでしょう。

出典：「常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」第 3章
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「常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」に	
ついて　
文化審議会国語分科会は，平成28年 2月29日に「常用漢字表の字体・字形に関する
指針（報告）」を取りまとめました。この指針では，国が社会生活における漢字使用の
目安として示す「常用漢字表」の「（付）字体についての解説」の内容を，より分かり
やすく，具体的に説明しています。
「木」の字の縦画をはねて書いたら誤りでしょうか。教科書に掲載されている字や，
ふだんよく目にする明朝体の活字もとめた形です。そのようなこともあって，はねない
で書いたものだけが正しい，と考える方もあるようです。しかし，「常用漢字表」には，
どちらの書き方をしてもよいことが，次のように示されています。

歴史的にも，はねて書かれた「木」の例は多く，筆勢の自然な表れであるという考え
方があります。はねた「木」の字を手本としている書写に関する本もあります。はねて
書くかとめて書くかの間には，本来，優劣がないのです。
これは，「木」に限った話ではありません。手書きの文字は，伝統的に様々な形で書
かれてきました。しかし，印刷文字や情報機器に映し出される字を見ることが圧倒的に
多くなっている現代の社会では，多様な手書き文字に親しむ機会が少なくなっています。
そのために，印刷文字の形だけが正しいと思い込んだり，微細な違いによって文字の正
誤を判断したりするといった傾向が生じています。

No.

13
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2 国語に関する世論調査
文化庁では，平成 7年度から「国語に関する世論調査」を実施し＊9，現在の社会変化に伴

う日本人の国語意識の現状について調査し，その結果を毎年秋に公表しています。27年 9
月に公表した26年度「国語に関する世論調査」では，文化審議会国語分科会において審議
の参考とするための問い「手書き文字の字形と印刷文字の字形」に関するものを中心に，全
部で25の項目について調査しました。
また，「国語に関する世論調査」で平成12年度調査から取り上げてきた慣用句等の調査結
果に基づいて作成した動画「ことば食堂へようこそ！」を，YouTube文部科学省公式チャ
ンネルMEXTchにおいて公開中です＊10。

＊9� 参照：http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_yoronchosa/index.html
＊10�参照：http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kotoba_shokudo/index.html

「常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」は，このような漢字の字体や字形に
関する問題について，Q＆A方式の解説や，具体的な手書き文字の例を掲げるなどして，
分かりやすく説明しています。教育関係者や，窓口などで手書きの漢字を扱う機会があ
る方などに，実用的な手引として活用していただくとともに，文字をのびのびと手書き
する上での参考資料としても多くの方に広く親しんでいただきたいと願っています。指
針は，下記URLから御覧いただけます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/
jitai_jikei_shishin.pdf

国語に関する世論調査

平成26年度「国語に関する世論調査」では，社会や家庭における言葉遣い，外国人に
対する日本語教育，手書き文字の字形と印刷文字の字形，言い方の使用頻度，新しい複
合語・省略語，慣用句等の意味・言い方など，全部で25の項目について調査しました。

ここでは，社会や家庭における言葉遣
いについて，「あなたは，あなたの周り
にいる中学生や高校生の話を聞いて，言
葉遣いが乱れていると感じていることが
ありますか。それとも，感じることがあ
りませんか。」という問いの調査結果を
紹介します（図表2-9-23）。
言葉遣いが「乱れていると感じること

がある（計）」は，72.8％となっています。
過去の調査結果（平成12，19年度）

と比較すると，「乱れていると感じること
がある（計）」は減少傾向にあり，「乱れ

ていると感じることがない（計）」は増加傾向にあります。
次に，「乱れていると感じることがある（計）」と答えた人（全体の72.8％）に，「中
学生や高校生がどんな言葉遣いをしているときに，乱れていると感じますか（選択肢の
中から幾つでも回答）。」と尋ねました。
上位 5項目を見ると（図表 2-9-24），「若者言葉を使っているとき」が45.8％と最

No.

14

		図表 2-9-23	 	中学生・高校生の	言葉遣いの乱れについて
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3 消滅の危機にある言語・方言に関する取組
平成21年 2 月にユネスコがアイヌ語など国内の八つの言語・方言＊11が消滅の危機＊12にあ
ると発表したことを受けて，文化庁では，これらの調査研究や周知の取組等を行っています
（図表2-9-26）。また，23年 3 月11日に起きた東日本大震災の被災地の方言に関する調査
を行い，その保存・継承のための取組を支援しています。

	図表 2-9-26	 ユネスコによる日本における消滅の危機にある言語・方言とその危機状況

【絶　　　滅】該当なし
【極めて深刻】アイヌ語（北海道等）
【重大な危険】八重山方言（石垣島，波照間島等），与那国方言（与那国島）
【危　　　険】八丈方言（八丈島，青ヶ島等），

奄
あま

美
み

方言（奄
あま

美
み

大島，喜界島等），
国
くに

頭
がみ

方言（沖縄北部，与論島等），
沖縄方言（沖縄中南部，久

く

米
め

島等），
宮古方言（宮古島，多

た

良
ら

間
ま

島等）
【脆
ぜい

　　　弱】該当なし
【安　　　全】記載をせず

＊11�ユネスコでは，日本で「方言」として扱われる言葉も「言語」として扱っている。
＊12�ユネスコでは，消滅の危機状況について，危機の度合いの高いものから順に，【絶滅】，【極めて深刻】，【重大な危険】，
【危険】，【脆（ぜい）弱】，【安全】と表している。

も高く，次いで，「汚い言葉を使ってい
るとき」（42.5％），「ものの言い方が乱
暴なとき」（40.6％）となっています。
過去の調査結果（平成12，19年度）

と比較すると，「若者言葉を使っている
とき」は19年度調査では51.6％と最も
高くなっていますが，今回調査では 6
ポイント減少しています。また，「もの
の言い方が乱暴なとき」は12年度調査
では54.8％と最も高くなっていますが，
減少傾向にあります。
性別に見ると（図表2-9-25），「汚い

言葉を使っているとき」は，男性（36.1％）
より，女性（48.0％）の方が12ポイント
高くなっており，「挨拶をきちんとしない
とき」は，女性（38.2％）より，男性
（41.9％）の方が4ポイント高くなってい
ます。
以上のとおり，中学生・高校生の言葉

遣いに対する意識は，経年によって変化
していること，また性別によって異なる
傾向があることが分かりました。言葉遣
いに対する意識は人それぞれですが，中
学生・高校生に限らず，社会全体で望ま
しい言葉遣いの在り方について考えてい
くことが期待されます。

	
図表 2-9-24
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危機的な状況にある言語・方言サミット（那覇） 被災地方言の活性化支援事業（八戸）

ユネスコが認定した危機言語・方言のうち，平成22年度と24年度にアイヌ語，奄
あま

美
み

方言，
宮古方言，与那国方言について，25年度と26年度に八丈方言，国

くに

頭
がみ

方言，沖縄方言，八重
山方言について，それぞれ危機度の実態や保存・継承のための取組状況を調査しました。
これらの調査を受け，文化庁では，平成27年度には，危機的な状況を周知するための「危
機的な状況にある言語・方言サミット」を 9月に那覇で開催しました。また研究者と行政等
の担当者の情報交換の場として，「危機的な状況にある言語・方言に関する研究協議会」を
2回開催しました。
さらに，平成25年度，26年度に，「極めて深刻」とされたアイヌ語を保存・継承するため，
アイヌ語音声資料を文字化したり翻訳や注釈を作成したりするなどアーカイブ（保存記録）
化に関する研究を進め，27年度からは，アイヌ語のアナログ音声資料のデジタル化とアイヌ
語のアーカイブ作成の支援とを始めました。27年度は，約280本のアナログ音声資料を対象
としたデジタル化と，アイヌ民族博物館（白老町）のアーカイブ作成の支援を行いました。
また，文化庁では，東日本大震災によって被災地の方言が危機的な状況にあると考え，青
森県，岩手県，宮城県，福島県，茨城県の各方言の特徴と方言に対する意識を調査し，平成
25年度から，被災地における方言の活性化支援事業を実施するなど被災地の方言の保存・
継承に資する活動を支援しています。27年度には，9件を採択しました。
なお，平成22年度以降の消滅の危機にある言語・方言に関する調査研究の結果等につい
ては，文化庁ウェブサイトで公開しています＊13。

	 第 9 節	 	外国人に対する日本語教育施策の推進
1 外国人に対する日本語教育施策
国内の在留外国人数は，約223万人と近年は200万人を超えて推移しており，我が国に中
長期に在留する外国人が増加しています（平成27年12月末時点，法務省調べ）。国内の日本
語学習者数は，東日本大震災の影響で一時減少したものの，その後は増加し，約19万人（27
年11月時点，文化庁調べ）となっています。日本で暮らす多くの外国人が様々な目的で日
本語を学んでいます（図表2-9-27）。
このような状況の下で，文化庁では，コミュニケーションの手段，文化発信の基盤として

＊13�参照：http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kikigengo/index.html
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の日本語教育の推進を図るため様々な取組を行っています（図表2-9-28）。

	図表 2-9-27	 国内の日本語教育実施機関・施設等数，日本語教員数，日本語学習者数の推移
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	図表 2-9-28	 日本語教育に関する主な事業

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

条約難民及び第三国定住難民に対する日本語教育

日本語教育に関する調査及び調査研究

日本語教育研究協議会等の開催

省庁連携日本語教育基盤整備事業

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
，
文
化
発
信
の
基
盤
と
し
て
の
日
本
語
教
育
の
推
進

日本に滞在する外国人が日本社会の一員として円滑に生活を送れるように日本語教
育の充実を図るため，地域の実情に応じた日本語教育の実施，人材の育成及び教材
の作成を支援するとともに，各地の日本語教育の体制整備を推進する取組を支援し
ています。
　●地域日本語教育実践プログラム（A）（B）
　●地域日本語教育コーディネーター研修

日本語教育に対する理解の推進を図るとともに，日本語教育の水準の向上と日本語
教育の推進に資するため，日本語教育研究協議会や研修等を実施し，施策の説明や
地域における日本語教育の取組について情報提供を行っています。
　●日本語教育大会
　●日本語教育研究協議会
　●都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修

条約難民及び第三国定住難民に対する定住支援事業の一環として，定住支援施設に
おいて日本語教育を行うとともに，定住支援施設退所後も難民及び支援団体等に対
し，日本語教育相談や学習教材の配布等の支援を行っています。

日本語教育実施機関・施設・教員などに関する実態を把握するための日本語教育実
態調査のほか，日本語教育施策について検討する際の基礎資料とするための各種調
査を実施しています。

日本語教育推進会議等を通じて日本語教育に関する意見交換や情報交換を行ってい
ます。また，日本語教育に関する各種コンテンツを集めた「NEWS」を作成し，
公開しています。

2 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容・方法の
充実

文化庁では，文化審議会国語分科会日本語教育小委員会が取りまとめた「『生活者として
の外国人』に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案」など（図表 2-9-29）を踏ま
え，これらが地域の日本語教育を推進していく上でよりどころの一つとして一層活用される
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よう，周知を図っています。

	図表 2-9-29	 「生活者としての外国人」に対する日本語教育プログラムの実践のための5点セット

ハンドブック（全体を説明） ※正式名称 「生活者としての外国人」のための日本語教育 ハンドブック

教室活動のデザインと参加

教室活動の内容について 学習者について

参加
行動・体験中心の教室活動への参加による

日本語学習，相互理解

指導力評価

◎実践の振り返り・点検・
改善から，実践者のコ
ミュニティの形成

【内容】
日本語教育プログラムの実
践をPDCAサイクルの観
点から振り返るためのも
の。

※正式名称
「生活者としての外国人」
に対する日本語教育におけ
る指導力評価について

作成：平成25年2月18日

◎教室活動で取り上げる内
容を考える材料の提示

【内容】
「生活者としての外国人」
に対する日本語教育の内容
を示したもの。

※正式名称
「生活者としての外国人」
に対する日本語教育におけ
る標準的なカリキュラム案
について

作成：平成22年5月19日

カリキュラム案

◎カリキュラム案の内容を
地域や外国人の状況に合
わせるときのポイントの
解説

【内容】
カリキュラム案の内容を地
域や外国人の状況に合わせ
て実施するときのポイント
を示したもの。

※正式名称
「生活者としての外国人」
に対する日本語教育におけ
る標準的なカリキュラム案
活用のためのガイドブック

作成：平成23年1月25日

ガイドブック

◎行動・体験中心の教材の
例示

【内容】
カリキュラム案で取り上げ
ている生活上の行為を取り
上げ，行動・体験中心の教
室活動で用いる教材を例示
したもの（教室活動の展開
や工夫の仕方を説明した指
導ノート付き）。

※正式名称
「生活者としての外国人」
に対する日本語教育におけ
る標準的なカリキュラム案
教材例集
作成：平成24年1月31日

能力評価

◎振り返りの方法とポート
フォリオの提示～やった
ことを確認して記録

【内容】
学習者の自己評価に加え
て，日本語能力を把握する
方法と，学習成果を記録し
蓄積するファイルである日
本語学習ポートフォリオを
提示したもの。

※正式名称
「生活者としての外国人」
に対する日本語教育におけ
る日本語能力評価について

作成：平成24年1月31日

教材例集

指導者について

3 日本語教育の更なる推進に向けた施策の検討
日本語教育をめぐる状況の変化
に対応するため，文化審議会国語
分科会日本語教育小委員会は，
「課題整理に関するワーキンググ
ループ」を設置し，平成25年 2
月に「日本語教育の推進に向けた
基本的な考え方と論点の整理につ
いて（報告）」を取りまとめ，日
本語教育を推進するに当たっての
主な論点を11に整理しました。
26年度からは，論点 7「日本語教
育のボランティアについて」，論
点 8「日本語教育に関する調査研
究の体制について」の検討を行
い，28年 2 月に「地域における
日本語教育の推進に向けて―地域
における日本語教育の実施体制及
び日本語教育に関する調査の共通
利用項目について―（報告）」＊14

を取りまとめました。

＊14�参照：http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/hokoku_160229.pdf

平成25年 2月取りまとめ
「日本語教育推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（報告）」のイメージ図
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論点 7については，国・都道府県・市区町村におけるボランティアを含めた日本語教育の
実施体制の考え方について示すとともに，各地における日本語教育の実施体制の構築事例を
「つながる・つくる・ひろげる」の三つのキーワードと六つのポイントから紹介しています。
論点 8については，地方公共団体が行っている外国人の日本語教育に関する調査項目の共
通化について提案しています。これは，共通の調査項目により実施された外国人の日本語教
育に関する調査結果を文化庁において収集・分析することによって，日本語教育を必要とす
る外国人の数や日本語学習環境などの全国的な状況を把握するとともに，関係者との情報共
有により，今後の日本語教育施策の企画立案に役立てることを目的としています。
今回の報告により，国，都道府県，市区町村及び関係団体の連携が図られ，日本語教育が
より一層推進されることが期待されます。

	第10節	 	新しい時代に対応した著作権施策の	
展開

文化庁では，我が国が標榜
ぼう

する「文化芸術立国」及び「知的財産立国」の実現を基本理念
として，デジタル化・ネットワーク化の進展に伴う著作物等の創作手段や利用手段の多様化
などの社会状況の変化に対応した著作権施策を展開しています。

1 環太平洋パートナーシップ協定への対応について
環太平洋パートナーシップ協定（以下，「TPP協定」という。）は，アジア太平洋地域の
12か国が参加する包括的な経済連携協定です。モノの関税だけでなく，サービス，投資の
自由化を進め，幅広い分野で21世紀型の新たなルールを構築することを目指しており，著
作権等の知的財産権についても，様々な内容について規定し，知的財産権の保護と利用の推
進を図る内容となっています。TPP協定は平成27年10月に大筋合意に至り，28年 2 月には
協定文書への署名式が行われました。
TPP協定では，①著作物等の保護期間の延長，②著作権等侵害罪の一部非親告罪化，③
著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段（アクセスコントロール）に関する制度整
備，④配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与，⑤法定の損害賠償等に係る制度整
備等が求められています。
これを受け，文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会において，関係団体から聴
取した意見を踏まえつつ検討を行い，平成28年 2 月に「環太平洋パートナーシップ（TPP）
協定に伴う制度整備の在り方等に関する報告書」＊15を取りまとめました。この報告書で提言
された必要な制度整備を行うため，著作権法の一部改正を含む「環太平洋パートナーシップ
協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」＊16が，第190回国会に提出されました。

2 著作権分科会における検討
文化審議会著作権分科会は，政府の「知的財産推進計画2015」（平成27年 6 月知的財産戦
略本部決定）等に掲げられている事項を含めた諸課題に対応するため，法制・基本問題小委
員会，著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会，国際小委員会の三つの小委員
会を設け，下記事項をはじめとする著作権に関する様々な課題について検討を行いました。

＊15�参照：http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/h2802_taiheiyo_hokokusho.pdf
＊16�参照：http://www.cas.go.jp/jp/tpp/torikumi/index.html
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（1）教育の情報化の推進
近年，情報通信技術を活用した様々な教育活動が行われていることを踏まえ，教育の情報
化の推進等に係る著作権制度上の課題について検討を行っています。具体的には，①授業の
過程における教材等の送信，②教育目的における教員や教育機関の間の教材等の共有，及び
③MOOC＊17等一般人向け公開講座における教材等の送信に関して，著作物の利用円滑化の
ための著作権上の課題について検討しています。

（2）新たなニーズに的確に対応した権利制限規定や円滑なライセンシング体制
著作物等を利用したサービスを創出し発展させるためのニーズが新たに生じていることを
踏まえ，これらに関する課題を集中的に検討するために，平成27年 7 月にワーキングチー
ムを設置しました。文化庁においては，ワーキングチームでの検討に先立ち，著作物等の利
用に関するニーズを広く募集しました。寄せられたニーズに基づき，特に著作物を利用した
新規ビジネスに関わる課題について，優先的に解決策の検討を行っています。

（3）クリエーターへの適切な対価還元
クリエーターは，著作物が利用される際に支払われる対価を基に，創作活動を継続してい
ます。音楽やテレビ番組等を録音・録画する際の対価の支払いを定めた私的録音録画補償金
制度が，新しい機器やサービスの台頭に伴い形骸化していることから，クリエーターへの適
切な対価の還元の在り方が問題となっており，問題解決のための検討を行っています。

（4）著作権に関する国際的課題への対応
インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方，著作権に関する国際
的ルール作りへの対応の在り方等＊18について検討しています。

3 著作物の円滑な流通の促進
インターネットの普及は，著作物のデジタル化とあいまって，著作物の流通形態を劇的に
変化させています。このような状況の中で，文化庁は，著作物の流通促進の観点から，次の
施策を行っています。

（1）「著作権等管理事業法」の的確な運用
著作物等の利用者の便宜を図るとともに，権利の実効性を高めるため，著作物等を集中的
に管理する事業が普及しています。これらの事業を行う著作権等管理事業者に対して，「著
作権等管理事業法」に基づき，年度ごとの事業報告の徴収や定期的な立入検査などを行い，
適切に事業が行われるよう指導監督を行っています（登録事業者数：29事業者〈平成28年
3 月 1 日現在〉）。

（2）著作権者不明等の場合における裁定制度の運用・改善
著作権者等やその所在が不明の場合に，文化庁長官の裁定を受けて著作物等を適法に利用
するための「裁定制度」の運用を行っています。平成27年度は書籍における著作物や放送
番組における実演など 4万6,528件の著作物等の利用について裁定を行いました。
また，権利者不明著作物を含む過去のコンテンツ資産の利用を促進していくため，裁定制
度の手続の簡素化，迅速化を図っています。平成28年 2 月には，著作物等の利用の円滑化

＊17	MOOC：Massive�Open�Online�Course/大規模公開オンライン講座。第 2部第11章第 1節4参照
＊18�参照：第 2部第 9章第10節5
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を図るため，この制度の利用のための要件の緩和を行いました＊19。

（3）著作権登録制度の運用
著作権に関する事実関係の公示や，著作権が移転した場合の取引の安全の確保などのた
め，著作権法に基づく登録事務を行っています。

4 著作権教育の充実
著作権に関する意識や知識を身に付けるこ

とは，今日ますます重要となっており，中学校
や高等学校の学習指導要領においても著作権
について取り扱うこととされています。
文化庁では，全国各地での講習会の開催や
教材の作成・提供を行っています。講習会
は，国民一般，都道府県等著作権事務担当
者，図書館等職員，教職員を対象として毎年
十数か所で開催されています。教材は，児童
生徒を対象とした著作権学習ソフトウェア，
教職員を対象とした指導事例集，大学生や企
業を対象とした映像資料，初心者向けのテキ
スト，著作権Q＆Aデータベース「著作権なるほど質問箱」などを，文化庁ウェブサイト
により広く提供しています＊20。
また，文化庁では，平成24年の著作権法改正で導入された違法ダウンロードの刑事罰化に
関する質問を整理して公開しているほか，関係事業者と連携しつつ周知に努めています＊21。

5 国際的課題への対応
デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い，著作物の国境を越えた新たな流通形態が生ま
れ，我が国コンテンツの海外での侵害形態として，CD，DVD等いわゆる「パッケージ」の
海賊版（違法複製物）に加え，インターネット上の著作権侵害が深刻な問題となっていま
す。文化庁では，積極的にこのような現状に対応した適切な海賊版対策を推進するととも
に，国際ルールの構築に参画しています。

（1）海外における海賊版対策
アジア地域を中心に，我が国のゲームソフト，アニメ，音楽などに対する関心が高まる一
方で，これらを違法に複製した海賊版の製造・流通及びインターネット上の著作権侵害が，
放置することのできない深刻な問題となっています。このため，文化庁では，権利者による
権利行使の実効性を高めるための環境整備を目的として以下の施策を講じています。
①二国間協議等の場を通じた侵害発生国・地域への取締り強化の要請
②侵害発生国・地域における法制面での権利執行の強化の支援
③侵害発生国・地域の取締機関職員等を対象としたトレーニングセミナーの実施
④侵害発生国・地域における著作権普及啓発事業の実施
⑤我が国の権利者等の諸外国での権利行使の支援

＊19�裁定制度の詳細については参照：http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_
fumei/

＊20�参照：http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/
＊21�詳細については参照：http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/online.html

（写真：平成27年度図書館等職員著作権実務講習会（京都会場））
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（2）国際ルールづくりへの参画
国際的ルールづくりへの参画としては，現在WIPO（世界知的所有権機関）＊22において放
送機関に関する新条約の策定に向けた議論などが行われており，我が国は積極的に参画して
います。平成24年 6 月には「視聴覚実演に関する北京条約」が，また25年 6 月には視覚障
害者又はその他の読字障害者による著作物のアクセスと利用の促進を目的とした「盲人，視
覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進す
るためのマラケシュ条約（仮称）」が採択されました。「視聴覚実演に関する北京条約」につ
いては，26年 5 月に国会においてその締結が承認され，6月に加入しました。さらに，
EPA（経済連携協定）交渉等の機会を通じて，アジア諸国を中心とする国々に著作権等関
係条約の締結を働き掛けています。

	 第11節	 	宗教法人制度と宗務行政
1 宗教法人制度の概要
現在，我が国には，教派，宗派，教団といった大規模な宗教団体や，神社，寺院，教会など

の大小様々な宗教団体が存在し，多様な宗教活動を行っています。そのうち，約18万2,000の
宗教団体が「宗教法人法」に基づく宗教法人となっています。（図表2-9-30，図表2-9-31）
宗教法人制度を定める宗教法人法の目的は，宗教団体に法人格を与え，宗教団体が自由で
自主的な活動を行うための財産や団体組織の管理の基礎を確保することにあります。宗教法
人制度は，憲法の保障する信教の自由，政教分離の原則の下で，宗教法人の宗教活動の自由
を最大限に保障するため，所轄庁の関与をできるだけ少なくし，各宗教法人の自主的・自律
的な運営に委ねています。その一方で，宗教法人の責任を明確にし，その公共性に配慮する
ことを骨子として全体系が組み立てられています。

	図表 2-9-31	 系統別信者数

総数190,219,862人 （平成26年12月31日現在）

（注）信者の把握の基準は宗教団体により異なる。

（出展）文化庁編『宗教年鑑』（平成27年版）

仏教系
87,126,192人
（45.8%）

キリスト教系
1,951,381人（1.0%）

諸教
8,973,675人（4.7%）

神道系
92,168,614人
（48.5%）

	図表 2-9-30	 宗教法人数

（平成26年12月31日現在）

所
轄

区分 包　　括
宗教法人

単　　位
宗教法人 合　計

系統

文
部
科
学
大
臣

神 道 系 124 94 218
仏 教 系 157 297 454
キリスト教系 64 256 320
諸 教 29 79 108

計 374 726 1,100

都
道
府
県
知
事

神 道 系 6 84,862 84,868
仏 教 系 11 77,007 77,018
キリスト教系 7 4,366 4,373
諸 教 1 14,450 14,451

計 25 180,685 180,710
合　　　計 399 181,411 181,810

（注）1　文部科学大臣所轄：複数の都道府県に境内建物を有
する宗教法人や当該法人を包括する宗教法人

2　都道府県知事所轄：一つの都道府県内のみに境内建
物を有する宗教法人

3　包括宗教法人：単位宗教法人を包括する教派，宗派，
教団等

4　単位宗教法人：礼拝の施設を備える神社，寺院，教
会等

（出典）文化庁編『宗教年鑑』（平成27年版）

＊22�参照：第 2部第10章第 1節3（4）
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2 宗務行政の推進
（1）宗教法人の管理運営の推進
文化庁では，都道府県の宗務行政に対する
指導・助言，都道府県事務担当者の研修会，
宗教法人のための実務研修会などの実施，手
引書や映像教材の作成などを行っています。
また，我が国における宗教の動向を把握す
るため，毎年度，宗教界の協力を得て宗教法
人に関する宗教統計調査を実施し，「宗教年
鑑」として発行するほか，宗教に関する資料
を収集しています。

（2）不活動宗教法人対策の推進
宗教法人の中には，設立後，何らかの事情
によって活動を停止してしまったいわゆる「不活動宗教法人」が存在します。不活動宗教法
人は，その法人格が売買の対象となり，第三者が法人格を悪用して事業を行うなど社会的な
問題を引き起こすおそれがあり，ひいては宗教法人制度全体に対する社会的信頼を損なうこ
とにもなりかねません。
このため，文化庁と都道府県においては，不活動状態に陥った法人について，活動再開が
できない場合には，吸収合併や任意解散の認証によって，また，これらの方法で対応できな
い場合には，裁判所に解散命令の申立てを行うことによって，不活動宗教法人の整理を進め
ています。

（3）宗教法人審議会
宗教法人の信教の自由を保障し，宗教上の特性などに配慮するため，文部科学大臣の諮問
機関として宗教法人審議会が設置されています。

	 第12節	 	アイヌ文化の振興
文部科学省と国土交通省では，「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の
普及及び啓発に関する法律」に基づいて，同法の規定に基づく業務を行う団体として公益財
団法人アイヌ文化振興・研究推進機構を指定し，アイヌに関する研究等の助成，アイヌ語の
振興，アイヌ文化の伝承再生や文化交流，普及事業，優れたアイヌ文化活動の表彰やアイヌ
の伝統的生活空間（イオル）の再生事業等を支援しています。
また，文化庁では，「アイヌ文化の復興等を促進するための『民族共生の象徴となる空間』
の整備及び管理運営に関する基本方針について」（平成26年 6 月13日閣議決定）を踏まえ，
「国立のアイヌ文化博物館（仮称）基本計画」を取りまとめました。これを踏まえ設計に着
手するとともに，運営に向けた調査・検討を進めています。

宗教年鑑など
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